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室町・戦国期の小早川氏の領主簿1（日’r端）

　
【
要
約
回
　
国
人
領
主
の
一
典
型
と
さ
れ
て
い
る
小
早
川
氏
に
つ
い
て
、
惣
領
制
と
家
臣
國
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
室
町
・
楽
譜
期
の
歴
史
的
性
格
を

考
察
し
ょ
う
と
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
応
永
宋
－
嘉
吉
ご
ろ
の
惣
領
職
の
成
立
は
、
惣
領
家
沼
田
小
早
中
古
の
在
地
領
主
劉
転
換
（
庶
子
の
統
鰯
強
化

が
そ
の
中
心
と
な
る
）
を
明
瞭
に
示
す
が
、
転
換
の
八
葉
に
は
独
自
に
そ
れ
を
促
進
す
る
役
割
を
果
し
た
。
同
じ
こ
ろ
沼
田
小
早
川
氏
は
惣
領
家
被
官
（
飽

臣
）
．
を
養
成
し
、
　
こ
腔
と
庶
子
よ
り
な
る
家
臣
団
を
形
成
し
、
応
仁
：
文
明
ご
ろ
に
は
こ
れ
ら
を
代
嘗
と
し
て
所
領
に
配
羅
す
る
支
紀
体
制
を
つ
く
り
あ

げ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
戦
霞
期
の
沼
田
小
早
川
氏
の
領
主
制
は
一
段
と
強
力
な
も
の
に
な
っ
た
。
小
早
川
氏
一
族
の
申
に
は
、
沼
田
小
早
川
氏
、
竹

康
小
早
川
氏
、
椋
梨
氏
と
い
う
三
つ
の
型
の
異
な
っ
た
領
主
制
が
あ
っ
た
が
、
結
局
室
町
・
戦
国
期
を
通
じ
て
椋
梨
氏
を
代
表
と
す
る
庶
子
家
は
沼
田
小

早
量
産
に
支
配
さ
れ
、
竹
原
小
早
珊
氏
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
独
自
の
領
主
制
を
形
成
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
受
林
四
九
巻
五
号
　
【
墓
穴
六
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
領
主
欄
と
い
う
概
念
は
現
在
か
た
ち
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う

　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
実
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
し
い
国
人
領
主
制
概
念
を
確

　
本
稿
で
は
、
ご
く
素
朴
な
視
角
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の
階
級
閾

争
に
お
け
る
農
民
層
の
対
立
物
の
一
つ
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意

味
で
、
在
地
領
主
の
存
在
形
態
を
解
明
し
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、

室
町
幕
府
成
立
後
応
仁
・
文
明
の
乱
ま
で
の
段
階
を
国
人
領
主
欄
の

段
階
と
す
る
見
方
が
最
近
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
研
究
史
の
中
で
は

燭
人
及
び
国
人
領
主
制
概
念
は
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
濁

麗
し
、
ひ
い
て
は
室
町
期
の
基
本
的
な
領
主
欄
を
圏
人
領
主
制
と
す

る
こ
と
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
現
在
必
要
な
研
究
課
題
の
一

つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
本
稿
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
西
国
の
国
人
領
主
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
小
早
川
氏
の
領
主
湖

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
後
期
の
在
地
領
主
の
歴
史
的
性

格
と
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
期
の
領
主
制
が
次
代
に
残
し

1　（651）



た
課
題
は
何
で
あ
っ
た
か
、
つ
ま
り
戦
国
大
名
へ
の
移
行
の
問
題
に

も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
①
室
町
・
戦
国
期
の
在
地

領
主
に
と
っ
て
、
、
鎌
倉
期
地
頭
領
主
制
の
基
礎
で
あ
っ
た
惣
領
制
は

い
か
な
る
形
態
で
う
け
い
れ
ら
れ
、
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た

か
を
惣
領
職
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
、
②
室
町
・
戦
国
期
の
小

早
川
氏
の
領
主
制
を
保
障
し
て
い
た
家
臣
団
の
構
成
及
び
農
民
支
配

の
状
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
中
心
に
考
え
て
み

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
小
早
総
論
の
領
主
制
な
い
し
惣
領
制
に
つ
い
て
は
、
新
田
英
治
氏
、

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
④

河
合
正
治
氏
、
北
爪
真
佐
夫
氏
ら
の
研
究
が
あ
る
。
新
田
残
の
説
を

要
約
す
る
と
、
氏
は
鎌
倉
1
南
北
朝
期
の
小
早
川
氏
の
惣
領
欄
を
問

題
に
し
、
鎌
倉
初
期
小
早
川
氏
は
一
族
を
庄
内
各
村
落
に
分
筆
し
つ

つ
、
こ
れ
ら
を
惣
領
が
家
父
長
制
的
権
力
を
も
っ
て
統
轄
し
、
こ
れ

は
農
奴
制
の
未
成
熟
な
段
階
と
対
応
し
て
い
た
が
、
地
頭
小
早
川
氏

は
「
職
」
の
支
配
か
ら
次
第
に
「
下
地
」
支
配
を
め
ざ
し
た
。
つ
い

で
鎌
倉
中
期
を
す
ぎ
る
こ
ろ
に
は
領
家
を
圧
倒
し
、
同
じ
く
鎌
倉
中

期
以
降
庶
子
は
各
自
の
所
領
の
独
立
の
知
行
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

く
る
が
、
こ
れ
こ
そ
惣
領
制
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
質

は
土
地
知
行
の
主
体
が
個
々
の
庶
子
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
爾
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
な
し

朝
内
乱
期
に
な
る
と
小
早
講
本
宗
・
椋
梨
・
浦
・
上
山
・
舟
木
等
女

は
惣
領
相
続
を
行
な
い
、
そ
の
後
各
家
の
庶
子
た
ち
は
各
家
督
の
家

臣
化
さ
れ
て
い
き
、
各
家
は
対
等
な
関
係
で
同
盟
的
結
合
を
結
ん
だ
、

と
さ
れ
る
。
新
田
氏
の
研
究
の
な
か
で
も
、
惣
領
制
は
家
父
長
島
の

崩
れ
た
後
に
あ
ら
わ
れ
る
体
制
で
あ
り
、
庶
子
の
独
立
知
行
を
そ
の

特
質
と
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
豊
田
－
石
母
田
論
争
を
ふ
ま
え
て
、

氏
の
惣
領
制
概
念
を
よ
り
深
め
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
見
解
で

あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
北
爪
氏
は
南
北
朝
i
室
町
期
の
小
早
川
氏
を
惣

領
制
解
体
化
と
関
連
さ
せ
て
述
べ
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
前
期
よ
り
宋
期

ま
で
を
一
貫
し
て
惣
領
制
と
と
ら
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
新
沼
氏
と
は

見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
鎌
倉
末
よ
り
南
北
朝
期
に
か
け
て

庶
子
の
自
立
化
に
よ
る
惣
領
欄
の
解
体
化
が
お
こ
り
、
そ
の
後
は
個

々
の
在
地
領
主
の
家
督
権
強
化
と
一
揆
的
結
合
に
よ
る
共
和
的
関
係

を
主
軸
と
す
る
体
制
を
保
障
し
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
両
説
は
庶

子
独
立
の
時
期
に
ず
れ
が
み
ら
れ
、
惣
領
制
の
理
解
で
も
異
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
共
通
し
て
導
か
れ
る
こ
と
は
、
室
町

期
の
小
早
頬
氏
は
沼
田
本
誌
か
ら
出
た
庶
子
の
各
家
督
が
独
立
し
た

所
領
知
行
を
行
な
い
、
各
々
よ
り
出
る
庶
子
を
家
臣
化
し
、
そ
の
上

で
一
揆
的
結
合
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
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室町・戦国期の小皐椙∫称り劔1主制（緯端）

題
と
な
る
の
は
ω
室
町
・
戦
国
期
の
、
庶
子
家
の
独
立
に
対
す
る
沼

田
小
早
川
氏
（
本
宗
家
）
の
領
主
制
及
び
惣
領
と
し
て
の
あ
り
方
が

唖
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
囲
そ
れ
は
庶

子
家
の
一
揆
的
結
合
と
ど
の
よ
う
な
内
部
的
関
連
を
も
っ
て
い
た
の
．

か
、
に
つ
い
て
も
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
研
究

か
ら
は
室
町
期
に
は
各
家
督
と
し
て
本
宗
・
各
庶
子
家
を
一
括
し
て

各
々
独
自
に
在
地
領
主
制
を
形
成
し
た
よ
う
に
う
け
と
れ
る
が
、
は

た
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は

あ
ま
り
に
庶
子
の
独
立
を
強
調
し
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
れ
は

ま
た
本
宗
家
の
領
主
制
の
検
討
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
生
じ
た
欠
陥

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
河
合
氏
は
、
一
般
に
地
頭
御
家
人
層
に
お
い
て
は
、
南
北
朝

動
乱
期
に
惣
領
職
の
成
立
を
中
心
と
す
る
惣
領
制
の
再
編
成
が
お
こ

り
、
一
族
一
揆
を
形
成
す
る
方
向
に
進
む
が
、
建
武
新
政
府
、
南
朝

政
府
、
室
町
幕
府
の
い
ず
れ
も
が
惣
領
職
を
テ
コ
に
地
頭
御
家
人
麟

を
統
制
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
③
こ
の
シ
ェ
ー
マ
が
小
早
川

氏
の
場
含
に
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
①
②
及
び
q
3
②
③
を
具
体
的
な

論
点
と
し
な
が
ら
、
窒
跡
・
戦
国
期
の
在
地
領
主
の
歴
史
的
性
格
と

そ
の
特
質
を
、
小
早
川
氏
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
小
早
川
氏
は
一
族
内
の
惣
領
家
・
庶
子
家
で
、
ま
た
庶
子
家
の
中

で
も
領
主
制
の
形
成
の
し
か
た
が
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
を
代
表
的
な
三
家
（
沼
懸
小
早
川
氏
・
竹
原
小
早
川
氏
・
椋
黒
氏
）

を
中
心
に
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
な
一
族
の
例
は
珍
し
く
、

小
早
川
氏
一
族
の
中
に
当
時
の
領
主
制
の
い
く
つ
か
の
形
態
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
領
主
舗
研
究
の
好
材
料
で
あ
る
と
い
え

る
。

　
①
　
永
原
慶
二
氏
は
「
守
護
領
圏
舗
の
展
翻
」
（
［
、
醸
本
塩
旗
｛
制
乱
蔵
立
過
欄
柱
の
研
究
駄

　
　
所
紋
）
に
お
い
て
照
人
癬
を
二
類
型
に
分
類
し
、
そ
の
一
つ
を
小
早
頬
氏
や
秋
庭

　
　
氏
の
ご
と
く
鎌
倉
以
来
の
地
頭
ク
ラ
ス
の
領
主
贋
と
し
て
庫
越
し
た
地
位
を
雀
地

　
　
に
樹
立
し
て
き
た
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
②
新
餌
…
活
仏
娘
氏
「
安
芸
岡
小
早
裏
面
の
物
心
領
舗
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
｝

　
　
薦
三
）
。

　
③
消
倉
蕉
治
氏
「
南
北
朝
の
動
乱
を
契
機
と
す
る
武
士
撫
性
格
の
変
化
」
（
『
魚
澄

　
　
先
生
古
稀
記
念
畷
史
学
論
叢
』
班
収
）
、
門
小
早
川
氏
の
発
展
と
瀬
戸
内
海
」
　
（
魚

　
　
澄
惣
五
郎
編
…
『
瀬
戸
内
海
地
域
の
抵
会
史
的
研
究
』
班
収
）
。

　
④
　
北
凧
真
佐
央
氏
「
南
北
朝
一
室
町
期
の
領
主
鋼
の
発
殴
に
つ
い
で
一
小
早
辮

　
　
氏
の
惣
預
鰯
解
体
化
と
関
連
し
て
ー
ー
」
（
『
歴
史
学
研
究
二
二
四
六
）
。

二

小
早
川
氏
の
祖
は
土
肥
実
平
で
、
本
貫
は
相
模
煽
土
肥
郷
で
あ
っ
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①

た
が
、
元
暦
元
（
工
八
四
）
年
実
法
が
平
氏
追
討
戦
に
際
し
備
前
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

備
中
・
備
後
の
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
て
以
来
西
燭
と
関
係
を
も
つ
よ
う

に
な
り
、
跨
下
と
そ
の
子
遠
平
は
お
も
に
備
後
園
な
ど
で
実
力
で
庄

園
を
知
行
し
て
い
た
が
、
公
家
側
の
反
撃
に
あ
っ
て
次
第
に
追
い
嵐
－

　
　
　
　
③

さ
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
遠
忌
は
安
芸
国
の
安
直
・
本
庄
・
新
庄
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

勲
功
の
賞
と
し
て
獲
得
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
小
早
川
氏
の
安
芸
定
着

の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
小
早
川
氏
（
土
肥
氏
）
の
発
展
は

以
後
直
線
的
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
建
保
元
（
コ
ニ
三
）
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

和
田
の
乱
に
土
肥
維
平
が
義
盛
に
組
し
た
た
め
諌
せ
ら
れ
、
一
時
危

機
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
野
壷
の
か
わ
り
に
平
賀
氏
よ
り
景
平
を

　
　
　
　
　
⑥

養
子
に
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
た
が
、
小
早
川
氏
が
安
芸

に
本
拠
を
移
し
た
の
は
こ
の
乱
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
鍛
平
の
子

茂
平
は
沼
田
本
庄
と
と
も
に
都
宇
竹
原
庄
の
地
頭
職
を
も
っ
て
お
り

（
後
者
は
承
久
の
吼
に
都
宇
竹
原
庄
の
庄
宮
等
が
生
口
島
の
庄
官
等
と
と
も

に
京
方
に
加
わ
っ
た
た
め
所
職
を
没
収
ざ
れ
、
　
か
わ
っ
て
小
早
川
氏
に
与
え

　
　
　
　
　
　
⑦

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
、
こ
の
代
に
沼
田
新
庄
を
本
拠
と
す
る
椋
野
氏

を
分
出
し
、
そ
の
子
鰹
鳥
の
代
に
兄
弟
政
景
の
系
統
で
都
宇
竹
原
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
本
拠
と
す
る
竹
原
小
早
川
氏
が
分
れ
た
。
こ
の
三
家
か
ら
ま
た
多

く
の
庶
子
家
を
出
し
て
い
る
が
、
小
早
川
氏
の
領
主
制
は
一
二
塚
を
中

心
に
形
成
さ
れ
る
。
ま
ず
沼
田
小
早
川
氏
か
ら
検
討
し
た
い
。

　
沼
田
小
早
川
氏
は
岩
梨
氏
・
竹
原
小
早
川
氏
の
二
大
庶
子
家
を
出

し
た
あ
と
、
お
も
に
沼
田
本
庄
（
本
家
蓮
華
王
院
）
で
領
主
欄
を
形

成
し
て
い
る
。
そ
の
所
領
は
第
一
表
に
明
ら
か
な
如
く
一
代
一
代
の

変
動
が
大
き
く
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
伝
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
所
領
は

沼
田
庄
本
郷
、
乃
美
郷
、
侵
湯
屋
越
智
郡
内
大
島
、
七
条
大
宮
簿
屋

地
四
半
町
、
東
山
霊
山
内
平
松
敷
地
の
み
で
あ
る
か
ら
、
領
主
欄
の

拠
点
と
な
る
の
は
沼
田
庄
本
郷
を
中
心
と
す
る
部
分
だ
け
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
所
領
の
変
動
が
激
し
い
の
は
庶
子
に
分
割
さ

れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
末
よ
り
進
行
す
る
分
割
相

続
を
棊
礎
と
し
た
庶
子
家
の
独
立
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
力
説
さ

れ
て
き
た
見
解
で
あ
り
、
第
－
表
を
見
る
限
り
で
は
た
し
か
に
こ
の

よ
う
な
考
え
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
室
町
期
小
早
川

氏
の
事
態
は
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
所
領
の
う
ち
沼
田
庄
本
郷
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き

事
実
が
あ
る
。
癒
永
二
十
一
（
叫
四
一
四
）
年
沼
田
庄
本
郷
は
劉
乎
か

ら
持
平
に
「
沼
田
庄
本
郷
惣
地
頭
陰
雲
公
文
職
検
断
事
、
撒
庶
子
」
と

　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
康
正
元
（
｝
四
五
五
）
年
に
は
撫
平
よ
り
又
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

丸
（
敬
平
）
に
「
沼
田
庄
惣
領
即
諾
」
と
し
て
譲
与
さ
れ
、
さ
ら
に
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室町・戦岡期の小早川氏の領主瀦（田端）

　　　　　　　　　　　　第1衷 沼繊小軍川氏の所領

1朝・i叩い睡平1貝1肺｝摺細田「開平1扶平

△
△

郷
郷
内
町
郷
保
庄
島
庄
郷

遇
轡
鉢

4
型
潟
新
井

院庄田沼

跡
　
内
果
望
見
芳
野

詑

酸
庄

庄
〃
田

田
沼
　
沼
学
内
能
勢
戸

郷
郷

本
本
裁
膣
西
塑

戸
　
　
大
瞳
譜
芳
墨
讐
算
内
草

郡
脚
結
∵
海
門
大

郷
轟
繍
嘉
爵
名
島
村
爲

△

村
浜
村
並
木
方
近
木
門
門
郷
庄
島
跡

新
高
真
洲
佐
梨
門
中
沼
伊
伯
　
伊
腿

o
o
　二分方A　（家宣
　跡）

萱κ
　
π
　
　
）

嫁
剛
包

△
△

e

△蟷
△（ク）

○宴略

o

○時頁名

o
O中浦
○半分

A

○地，公，

　検

　半分
○地，園，

　公
○地，公
○惣地，

　惣公，

　検
○惣地，

　惣公，

　検
o
O
o
o
O公
○久芳保

o
o

O束浦

Q半分

の
小
よ

分
（
氏
）

2
1
痴
り

　
○

○
○

o

○
○
○

○
○

○久芳郷

○
○
○
○

　4分の0　1地

。

　半分

○贈
　り）

o

庄
職
び
領

田
領
並
寺
領

沼
惣
悉
に
社

　
　
○

庄
職

田
領

沼
忍
男

　
○

○歪驕

。

　半分

○鯉
　り）

　4分の0　1地

o

○蕎塵島

o

o

○
○
○
○
○
○
○

Ol分の
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朝平1貞平1春平1珊平　持平｝熈平1敬平1扶平
○簿地

○叢櫨

○簿地

iO　4半町

転筆

o
A
A
A
A
A

04半町

○豊松敷

○幅飛

　子

○斎平墓

o
o
o
o

七条大宮簿歴：地
八条大宮地一所
北霊山平松氏寺
鎌倉米町地一所
針小路大宮
近i園蒲生郡上村庄
〃　中村町散在
ク　久光名

備後購1枕庄
卜書園深矢部郷

〈傭考＞

　　A
　　e

地一地頭職，公一公文職，検一検断，国一園衙門，惣地一惣地頭職，惣公一惣公文職

主恩給地。○　譲状をもって伝えられた所領で，系図に記載されているもの。

譲状をもって嘲えられた所領であるが，系麟に詑載されていないもの。

敬
平
よ
り
扶
平
へ

は
延
徳
三
（
一
四

九
一
）
年
「
沼
田

庄
惣
領
職
藤
井
寺

領
社
領
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
⑪

与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
み
る
と

「
惣
地
頭
職
惣
公

文
職
検
断
事
、
撒
頒
」

か
ら
「
惣
領
職
悉
」

へ
の
転
換
が
、
十

五
世
紀
中
ご
ろ
に

な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
転
換
を
具

体
的
に
検
討
し
て

み
よ
う
。
沼
田
庄

内
舟
木
郷
は
茂
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
第
一
子
経
平
が
舟
木
を
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
庶
子
舟
木
氏
の
所

領
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
事
実
建
武
三
（
；
一
三
六
）
年
三
幅
の

孫
小
早
川
中
務
入
道
道
円
（
貞
茂
）
は
伯
善
国
富
綴
庄
内
天
万
慮
一

分
地
頭
職
と
と
も
に
「
沼
田
庄
舟
木
郷
内
地
頭
職
」
を
安
堵
さ
れ
て

　
　
⑬
　
　
　
　
’

，
い
急
。
と
こ
ろ
が
文
和
三
（
一
王
五
四
）
年
幕
府
よ
り
舟
木
郷
二
分
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
沼
照
小
早
川
重
恩
に
預
け
ら
れ
、
こ
こ
に
舟
木
郷
の
一
部
分
が
本

宗
家
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
永
享
五
（
一
四
三
三
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
齢
）

沼
田
小
早
川
則
平
知
行
分
の
「
舩
木
郷
内
時
貞
名
三
十
貫
文
除
庶
チ
分

　
⑯定

」
に
あ
た
る
之
考
え
て
よ
い
。
と
す
る
と
永
享
ご
ろ
ま
で
庶
子
分

所
領
は
明
確
に
惣
領
二
分
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
惣
領
家
分
は
敬
平
以
後
独
自
の
か
た
ち
で
所
領
と
し

て
あ
ら
わ
れ
ず
、
た
だ
「
惣
領
職
悉
」
と
い
う
表
現
の
見
え
る
の
み

で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
沼
田
庄
内
安
直
本
郷
に
つ
い
て
も
い
え
、
こ

の
地
は
応
永
二
十
一
（
一
眠
一
四
）
年
沼
田
小
早
川
氏
が
庶
子
分
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
「
惣
地
頭
職
惣
公
文
職
検
断
」
権
を
も
っ
て
い
た
の
に
、
敬
平
・

扶
平
の
時
代
に
は
独
立
し
た
所
領
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ず
、
庶
子
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

除
く
と
い
う
記
載
も
な
い
。
　
「
沼
田
庄
惣
領
職
悉
」
に
集
約
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
の
変
化
は
、
沼
田
庄
内
二
郷
の

惣
領
家
・
庶
子
家
の
所
領
が
一
括
し
て
惣
領
家
の
統
無
下
に
入
っ
た
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室町・戦眠期の小羅剛氏の領主制（田端）

こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
こ
の
二
郷
内
の
惣
領
分

を
庶
子
に
与
え
た
と
い
う
史
料
の
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
こ
の
考
え

を
裏
付
け
る
。
し
た
が
っ
て
十
五
世
紀
半
ば
よ
り
十
六
世
紀
は
じ
め

ま
で
に
は
、
沼
田
小
早
川
家
が
沼
田
庄
惣
領
職
を
所
有
し
、
個
々
の

庶
子
の
支
配
を
含
み
込
む
か
た
ち
で
一
摺
し
て
沼
田
小
早
川
氏
が
支

配
す
る
、
と
い
う
体
制
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ

か
ら
「
惣
領
職
悉
」
と
い
う
表
現
の
な
か
に
は
、
惣
領
の
直
接
支
配

地
（
沼
田
本
郷
、
安
直
本
郷
惣
領
家
分
等
）
と
、
庶
子
の
所
領
で
あ
る
が

惣
領
の
統
欄
を
う
け
る
も
の
、
の
二
種
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

惣
領
職
は
単
な
る
名
目
上
の
職
で
は
な
く
、
惣
領
の
庶
子
支
配
強
化

と
い
う
実
体
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
「
惣
領
職
」
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
巳
⑲

よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
大
内
政
弘
書
状
や
足
利
丈
競
御
内
書
等
を
み

る
と
、
惣
領
職
と
は
「
惣
領
家
の
一
跡
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

わ
か
る
。
そ
の
最
初
の
例
は
後
述
の
応
永
末
i
嘉
吉
の
場
合
で
あ
る
。

一
跡
と
は
跡
臼
・
家
督
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
所
領
支
配
だ
け

　
　
　
　
　
⑳

で
は
な
く
譲
状
の
文
言
に
あ
る
諸
役
の
庶
子
へ
の
配
分
・
徴
収
権
等

も
含
む
、
継
承
さ
れ
る
べ
き
惣
領
家
の
支
配
体
制
を
示
す
概
念
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
。
だ
か
ら
惣
領
職
と
は
、
具
体
的
に
は
所
領
を
中

心
に
、
諸
役
の
庶
子
へ
の
配
分
・
微
取
権
、
御
判
証
文
類
・
重
代
鎧
・

太
刀
撫
養
領
家
の
権
威
を
象
微
す
る
物
品
な
ど
を
指
し
、
こ
れ
ら
を

含
ん
だ
惣
領
家
の
全
支
配
体
腔
の
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
惣
領
職
は
幕
府
の
安
堵
を
う
け
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
惣
領
職
を
受
け
継
ぐ
春
の
決

定
に
紺
し
て
、
幕
府
権
の
介
入
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
顕

著
な
例
は
則
平
死
後
の
惣
領
決
定
に
際
し
て
、
応
永
末
一
嘉
吉
に
か

け
て
持
平
↓
熈
平
↓
盛
景
（
竹
原
小
早
川
氏
）
↓
灘
平
と
、
幕
府
の

命
に
よ
り
惣
領
職
が
転
々
と
移
動
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

場
合
、
従
来
は
惣
領
職
に
よ
る
幕
府
の
一
方
的
な
在
地
領
主
支
配
の

み
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
子
細
に
み
る
と
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
隣
期
が
幕
府
専
欄
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
持
平
↓
熈
平
に
つ

い
て
は
幕
府
は
小
早
川
氏
の
悔
返
し
権
を
承
認
し
た
う
え
で
処
置
し

　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
り
、
盛
景
に
与
え
ら
れ
た
の
は
持
論
・
熈
平
兄
弟
の
対
立

に
対
す
る
一
時
の
便
宜
的
な
異
例
の
処
置
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
時
に
限
っ
て
十
六
の
庶
子
家
あ
て
に
命
が
伝
え

　
　
　
　
⑳

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
惣
領
職
を
継
ぐ
老

の
決
定
は
小
早
川
氏
側
に
主
導
権
が
あ
り
、
幕
府
は
原
則
的
に
は
そ
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れ
を
承
認
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惣
領
職
が

譲
与
の
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
在
地
領
主
が
そ
れ
を
受
け

継
ぐ
者
の
決
定
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
こ
の
例
か
ら
、
小
早
川
氏
に
お
け
る
惣
領
職
成
立
の
時
期
は
応
永

末
一
嘉
吉
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
鎌
倉
一
室
町
期
の
絹
続
形
態
に
つ
い
て
は
、
従
来
新
圏
氏
ら
の
分

割
相
続
（
鎌
倉
期
）
↓
単
独
相
続
の
一
般
化
（
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

↓
単
独
相
続
の
普
及
（
室
町
期
）
と
い
う
理
解
が
　
般
的
で
あ
り
、

河
合
氏
の
惣
領
職
の
観
念
の
形
成
（
鎌
倉
後
期
）
↓
惣
領
制
再
編
成

　
　
　
　
　
㊧

と
い
う
考
え
も
、
氏
は
惣
領
職
を
単
独
稲
続
の
出
現
と
結
び
つ
け
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
大
筋
に
お
い
て
は
前
記
新
田
氏
ら
の
考

え
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
一
壷
で
き
る
と
思
う
。
し
か

し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
よ
り
、
私
は
小
早
川
氏
の
場
合
、
惣
領

職
は
相
続
形
態
の
変
化
の
上
で
は
分
割
相
続
か
ら
単
独
梢
続
へ
の
過

渡
期
を
示
す
形
態
で
あ
り
、
惣
領
職
の
成
立
は
相
続
形
態
変
化
上
の

一
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
は
領
主
糊
の
変

化
を
示
す
点
に
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
惣
領
職
は
鎌
倉
時
代
以
来
独

立
し
て
在
地
領
主
制
を
形
成
し
て
き
た
庶
子
家
を
再
び
惣
領
家
の
領

主
制
下
に
く
み
い
れ
る
役
割
を
果
し
て
お
り
、
惣
領
家
は
こ
れ
を
テ

コ
に
従
来
の
惣
庶
関
係
を
主
従
関
係
に
転
換
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ

る
と
思
う
。
惣
領
職
・
名
跡
相
続
は
従
来
、
単
独
権
続
に
移
行
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

後
に
あ
ら
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
単
独
相

続
に
移
行
す
れ
ば
、
も
は
や
「
惣
領
職
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も

た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
単
独
相
続
へ
の
過
渡
期
に

使
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
現
に
小
早
川

氏
の
場
合
系
図
を
見
て
も
、
惣
領
職
譲
与
の
最
後
の
例
で
あ
る
継
歯

1
扶
平
時
代
ま
で
は
、
惣
領
職
を
成
立
さ
せ
な
が
ら
ひ
き
つ
づ
き
新

し
い
庶
子
家
を
出
し
て
い
る
が
、
以
後
は
有
力
庶
子
家
を
新
た
に
出

す
こ
と
は
な
く
な
り
、
単
独
相
続
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

惣
領
職
は
分
割
相
続
か
ら
単
独
相
続
へ
の
過
渡
期
を
示
す
形
態
で
あ

り
、
そ
の
本
質
は
在
地
領
主
制
の
強
化
（
庶
子
支
配
の
強
化
）
に
あ

っ
た
と
考
え
る
。

　
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
背
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
第

一
に
は
惣
領
家
の
荘
園
領
主
に
対
す
る
関
係
の
変
化
で
あ
る
。
沼
田
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磐

本
庄
は
ほ
ぼ
二
百
五
十
町
の
広
さ
を
も
つ
荘
園
で
、
永
徳
三
（
一
三

八
三
）
年
ご
ろ
に
は
、
沼
田
小
早
川
貞
平
（
本
明
）
跡
半
済
年
貢
と

し
て
毎
年
三
十
貫
文
を
領
家
（
そ
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
に
納
入
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室町・戦國期の小早jl［氏の領憲側（田端）

す
る
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
契
約
は
貞
平
が
永
和
元
（
一

三
七
五
）
年
に
死
ん
だ
た
め
、
納
入
額
再
確
認
の
意
味
で
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
半
済
と
は
、
沼
田
小
早
川
属
と
領
家

の
間
に
年
貢
米
の
折
半
が
行
な
わ
れ
、
領
家
分
三
十
貫
文
を
沼
田
小

早
川
氏
が
請
切
り
と
し
て
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
解

さ
れ
る
。
但
し
「
沼
田
庄
領
家
内
備
後
入
道
本
明
跡
半
済
所
務
職
事
」

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
十
貫
文
は
沼
田
小
早
川
惣
領
家
の
み
の

請
切
額
を
示
し
、
沼
田
庄
内
庶
子
分
は
問
題
外
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
が
、
領
家
に
対
し
て
は
半
済
を
獲
得
し
、
し
か
も
領
家
分

の
請
切
り
ま
で
行
な
う
ほ
ど
惣
領
家
は
有
利
な
立
場
を
築
い
て
い
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
約
二
十
年
後
の
応
永
十
二
（
一
四
〇
五
）
年
ご

ろ
に
は
、
領
家
分
と
し
て
百
五
十
貫
文
を
納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
り
、
そ
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
立
申
起
講
之
嶺

　
　
安
芸
沼
田
庄
領
家
書
論
畜

　
　
　
合

　
　
六
拾
貫
文
　
　
則
平
知
行
分

　
　
百
七
十
貫
文
　
庶
子
等
さ
た
お
い
た
す
分

　
　
百
七
十
貫
文
　
庶
子
忽
ち
き
や
う
仕
候
分

　
　
　
肇
四
百
貫
文
嘉
癖
護
を
い
た
し
興

　
右
、
か
く
の
こ
と
く
け
い
や
く
申
候
御
恥
く
の
ほ
か
ハ
、
そ
し
分
二
お
い

　
て
、
期
平
さ
ら
に
ち
き
や
う
侵
す
候
、
…
（
後
略
）
…

こ
れ
は
文
面
よ
り
み
て
永
徳
の
場
合
と
異
な
り
沼
田
庄
全
体
の
領
家

分
で
あ
っ
て
、
庶
子
分
も
惣
領
が
一
括
し
て
納
入
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
沼
田
小
早
川
氏
の
庶
子
支
配
権
が
対
荘
園
領
主
関
係
に
お
い
て

も
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
請
切
り
で
あ

り
、
そ
れ
に
加
え
て
沼
田
小
早
川
富
船
は
幕
府
か
ら
下
地
の
領
知
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
注
爵
さ
れ
る
。

　
　
　
（
義
満
）

　
　
　
（
花
押
）

　
安
芸
国
沼
田
庄
領
家
職
事
、
於
本
所
年
貢
齋
伍
拾
貫
文
者
、
血
紅

　
直
心
致
沙
汰
、
至
下
地
者
、
早
小
早
河
美
作
守
則
平
海
領
知
疏
状

　
如
件
、

　
　
　
応
永
十
二
年
二
月
廿
八
日

こ
れ
を
み
る
と
領
家
職
は
本
所
（
蓮
華
王
院
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
）

へ
の
一
定
の
年
貢
と
、
小
早
川
氏
の
在
地
支
配
権
に
分
解
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
十
四
抵
紀
か
ら
十
五
世
紀
初
頭
に
か

け
て
の
時
期
に
は
、
沼
田
小
皐
川
裾
の
荘
園
領
主
に
対
す
る
優
位
は

ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
庶
子
支
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配
も
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
次
に
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
安
芸
国
人
衆
の
中
で
の
小

早
川
民
の
位
置
で
あ
る
。
室
町
初
期
よ
り
安
芸
守
護
職
は
武
田
1
今

…
川
一
渋
川
…
山
名
と
う
け
つ
が
れ
、
山
名
属
が
地
頭
以
下
の
所
領
確

認
を
幕
府
の
命
を
う
け
て
行
な
お
う
と
し
た
の
に
対
し
、
応
永
十
一

（一

l
〇
四
）
年
国
人
衆
三
十
三
人
は
同
心
し
て
本
領
没
収
に
対
抗
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
が
、
小
早
川
幾
は
こ
の
契
約
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
ろ

よ
り
応
仁
の
乱
ご
ろ
ま
で
は
国
人
勢
力
の
伸
張
期
に
あ
た
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
場
合
小
早
川
氏
・
毛
利
氏
は
特
に
重
要
な
位
置
を
占

め
て
お
り
、
文
安
二
（
一
四
四
五
）
年
幕
府
が
諸
国
に
課
し
た
造
内
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

役
夫
工
米
は
、
安
芸
で
は
沼
田
郡
の
分
を
沼
田
小
早
川
熈
平
に
、
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

田
郡
の
分
は
毛
利
凝
房
に
催
促
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
宝
徳
三
（
一
四

五
一
）
年
安
芸
・
石
見
両
国
内
で
伊
豫
発
向
の
兵
を
催
促
す
る
権
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
与
え
ら
れ
た
の
は
竹
原
小
早
川
西
畑
・
杉
原
伯
書
守
で
あ
り
、
小

早
川
氏
や
平
賀
氏
に
対
す
る
所
領
安
堵
も
幕
府
か
ら
直
接
行
な
わ
れ

　
　
⑳

て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
幕
府
が
有
力
国
人
を
直
接
把
握
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
な
か
で
も
小
早
川
氏
の
地
位
は
他
の
国
人

よ
り
ぬ
き
ん
で
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
小
早
川
氏
は
幕
府
の
命

龍
従
っ
て
軍
勢
催
足
や
反
銭
微
収
を
行
な
う
程
度
で
、
一
国
単
位
に

穿
護
権
を
代
行
す
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
応
仁
か
ら
文
明
の
は
じ

め
に
か
け
て
再
び
武
田
氏
が
守
護
と
な
っ
た
が
、
明
応
ご
ろ
よ
り
国

人
は
離
反
し
て
い
き
、
毛
利
・
小
早
川
・
平
賀
氏
ら
と
同
盟
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
結
ん
だ
大
内
氏
が
安
芸
を
お
さ
え
る
。
大
内
茂
配
下
の
安
芸
国
人

層
は
永
正
九
（
一
五
一
二
）
年
天
野
、
平
賀
、
竹
原
小
早
川
、
吉
川
、

毛
利
、
阿
仁
沼
、
高
橋
氏
ら
が
盟
約
を
結
び
、
互
い
に
違
背
し
な
い

こ
と
を
誓
っ
て
お
り
、
国
人
層
の
集
団
と
し
て
の
意
見
が
個
人
の
思

惑
に
優
先
す
る
こ
と
を
決
め
、
衆
中
の
親
類
被
官
人
の
事
も
相
談
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
っ
て
取
り
決
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
大
内
磯
配
下
に
あ
り
な
が

ら
国
人
の
地
域
的
連
合
が
強
固
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
大
名
権

力
に
よ
る
安
芸
国
人
の
家
臣
化
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ

う
毛
利
氏
も
享
禄
ご
ろ
よ
り
安
堵
や
預
置
き
、
ま
た
盟
約
を
結
ぶ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
う
か
た
ち
で
国
人
を
組
織
し
て
い
っ
た
。
特
に
盟
約
は
、
天
文
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

十
二
（
一
五
五
三
）
年
の
毛
利
、
小
早
川
、
平
賀
三
家
の
盟
約
の
他
、

阿
曾
沼
、
熊
谷
、
山
内
、
宍
算
氏
等
と
も
同
盟
的
な
関
係
を
結
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

旗
下
に
組
み
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
み
る
と
国
人
の
統
制
は
毛
利

琉
に
と
っ
て
困
難
な
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
に
は
室
町
・

戦
国
期
を
通
じ
て
国
人
の
自
立
割
拠
と
地
域
的
立
合
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
毛
利
氏
は
配
下
に
組
み
込
ん
で
も
国
衆
．
外
様
は
容
易
に
家
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窯町・戦睡1期の小単耳；氏の顧主制（闘端）

距
化
で
き
ず
、
検
地
に
し
て
も
国
衆
・
外
様
の
本
領
に
は
一
度
も
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡

な
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
、
国
人
の
安
芸
に
お
け
る
強
起
な

在
地
領
主
欄
の
確
立
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小
早
川
氏
は
安

芸
守
護
の
交
替
に
は
根
本
的
に
は
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
国

人
層
の
中
で
も
特
に
自
立
的
な
か
た
ち
で
、
室
町
・
戦
国
期
を
通
じ

て
一
貫
し
て
在
地
領
主
制
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
要
請
さ
れ
た
の
が
惣
領
職
に
よ
る
本
宗
家
へ
の
集
中
・
強
力
な
一

族
結
集
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
後
述
の
小
泉
氏
・
小
田
氏
ら
が
惣
領
家

に
所
領
安
堵
を
求
め
た
理
由
が
平
賀
玩
の
押
領
に
あ
っ
た
こ
と
を
考

　
　
⑳

え
れ
ば
、
明
由
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
そ
し
て
こ
れ
が
最
も
主
要
な
原
困
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
農
民
の
存
在
形
態
の
変
化
で
あ
る
。
小
早
川
氏
の
領
主
支
配

が
惣
領
職
を
テ
コ
に
転
換
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
自

体
、
十
五
世
紀
前
半
ま
で
に
み
ら
れ
た
農
民
層
の
著
し
い
成
長
へ
の

対
応
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
永
享
五
（
一
四
三
一
一
一
）
年
の
史

料
に
よ
れ
ば
、
山
名
・
舟
木
郷
内
時
颪
名
か
ら
こ
の
こ
ろ
に
は
八
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
百
姓
名
と
三
つ
の
散
田
化
し
た
部
分
が
成
立
し
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
事
態
も
そ
の
一
端
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
四
に
、
庶
子
塚
側
か
ら
の
求
心
化
要
求
が
あ
げ
ら
れ
る
。
室
町

期
、
庶
子
家
の
聞
に
一
揆
的
結
合
が
存
在
す
る
こ
と
は
四
で
述
べ
る

が
、
そ
れ
と
は
逆
に
室
町
期
を
通
じ
て
惣
領
家
へ
の
求
心
化
が
進
行

し
、
応
仁
・
文
明
以
後
そ
れ
は
い
つ
そ
う
明
確
な
運
動
と
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
庶
子
自
ら
断
領
を
惣
領
家
に
与
え
、
そ
の
録

護
下
に
入
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
注
置
さ
れ
る
。
応
永
三
十
（
一

四
二
三
）
年
庶
子
小
泉
氏
は
代
々
知
行
し
て
き
た
伊
豫
国
越
智
大
島

の
半
分
を
沼
田
小
早
川
氏
に
譲
り
、
か
わ
り
に
惣
領
家
の
扶
持
に
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
こ
と
を
契
約
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
応
仁
・
文
明
以
後
に
は
い

っ
そ
う
顕
著
と
な
り
、
小
田
氏
が
願
万
里
村
半
分
を
、
小
泉
残
が
造

果
保
半
分
を
与
え
て
惣
領
家
か
ら
所
領
安
堵
を
受
け
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
室
町
期
・
戦
国
初
期
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
庶
子

家
の
惣
領
家
へ
の
求
心
化
傾
向
が
、
惣
領
職
成
立
の
直
接
的
背
景
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
五
に
、
そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
、
庶
子
家
内
の
求
心
化
要
求
を

受
け
と
め
、
い
っ
そ
う
促
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
惣
領
家
の
あ
り

方
で
あ
る
。
十
四
世
紀
末
、
掃
滋
藤
頼
秀
は
沼
照
小
早
川
春
平
に
当

　
　
　
　
　
（
乃
）

知
行
の
在
所
野
美
郷
の
安
堵
を
願
い
、
小
坂
郷
を
父
の
所
領
と
称
し

　
　
　
⑳
　
　
（
乃
）

て
い
る
が
、
野
美
郷
・
小
坂
郷
は
沼
田
小
早
川
朝
平
が
元
弘
三
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
一
三
二
）
年
に
当
知
行
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
後
両
所
は
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惣
領
家
か
ら
庶
子
家
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
こ
ろ
が
頼

秀
の
父
の
時
代
に
所
領
で
あ
っ
た
小
坂
郷
は
、
こ
の
こ
ろ
再
び
惣
領

家
の
手
に
渡
り
惣
領
家
が
幕
府
の
安
堵
を
受
け
て
お
り
、
頼
秀
は
今

後
山
名
方
へ
の
奉
公
を
止
め
小
坂
郷
を
違
乱
し
な
い
と
誓
い
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
（
乃
）

か
わ
り
惣
領
家
か
ら
野
美
郷
の
安
堵
を
受
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
惣
領
家
は
庶
子
分
所
領
を
自
己
の
手
に
集
め
る
権
限

を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
使
し
て
庶
子
が
惣
領
家
か
ら

離
れ
て
上
級
領
主
の
四
三
と
な
る
こ
と
を
阻
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
惣
領
家
の
庶
子
所
領
進
退
権
や
先
述
の
領
家
分
年
貢
・
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

公
事
の
配
分
徴
収
権
を
別
に
し
て
も
、
戦
闘
の
際
の
一
族
統
率
等
も

惣
領
家
の
位
置
を
一
族
の
中
心
と
認
識
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
小
早
川
氏
の
場
合
、
求
心
化
の
最
も
特
徴
的
で
最
も

強
力
な
要
因
は
、
惣
領
家
「
被
官
」
の
養
成
を
中
心
と
す
る
家
臣
団
の

形
成
で
あ
る
。
庶
子
家
と
並
ん
で
沼
田
小
早
川
氏
の
支
配
機
購
に
重

要
な
役
割
を
占
め
て
い
の
は
「
被
官
」
で
あ
り
、
応
仁
二
（
　
四
六

八
）
年
細
川
勝
元
一
見
状
に
よ
れ
ば
、
小
早
川
灘
平
の
配
下
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

中
間
と
は
別
に
真
田
、
横
見
、
田
坂
等
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
細
川
方
よ
り
の
感
状
な
ど
に
し
ば
し
ば
「
一
族
被
官
人
」
コ

　
　
⑭

族
親
類
」
と
い
う
表
現
の
み
え
る
こ
と
や
、
文
明
七
（
一
四
七
五
）
年

沼
田
小
早
川
敬
平
の
提
出
し
た
合
戦
注
文
写
に
横
見
、
田
坂
等
が

「
小
早
川
浦
被
官
窪
田
新
蔵
人
」
等
と
異
な
り
、
単
に
「
被
官
」
と

　
　
　
　
　
　
　
㊥
．

の
み
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
よ
り
み
て
、
沼
磁
小
編
川
氏
の
被
官

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
合
戦
注
文
写
か
ら
、
庶
子

家
の
弐
分
、
浦
、
舟
木
氏
や
本
宗
家
の
被
官
真
田
氏
ら
も
密
漁
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
文
明
ご
ろ
の
沼
田
小
早
川
氏
の

武
力
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

沼田小早川氏

本宗被宮 本宗被官

　L
　被官

中間　庶子
⑭被1

れ
に
あ
た
る
。
ま
た
小
坂
公
文
代
官

公
文
（
高
橋
）
、
大
崎
東
庄
公
文

　
⑭

あ
り
、
高
橋
は
本
宗
家
の
被
官
、

る
。
庶
子
分
所
領
の
あ
る
乃
美
、

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
本
宗
被
官
が
沼

田
小
早
川
民
支
配
機
構
の
中
で
い
か
な
る
役
割

を
果
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
本
宗
家
被
官
の
中

で
も
真
田
・
横
見
氏
ら
は
、
文
明
ご
ろ
よ
り
各

地
に
代
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
乃
美
、

安
直
新
市
、
高
崎
（
以
上
真
田
氏
）
、
御
名
（
横

見
）
、
太
郎
丸
（
田
坂
）
、
大
崎
中
庄
（
金
山
）
、

大
崎
東
庄
（
有
田
）
、
　
大
草
（
草
井
）
等
が
そ

　
　
　
　
　
　
（
真
田
、
有
田
）
、
大
崎
中
庄

　
　
　
　
　
（
望
月
）
　
に
な
っ
て
い
る
も
の
も

　
　
　
　
　
望
月
は
庶
子
木
梨
氏
の
被
官
で
あ

　
　
　
　
　
大
草
郷
の
惣
領
家
分
に
代
官
が
お
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か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
壷
井
、
国
貞
氏
は
庶
子
で
あ
る

の
に
被
官
と
同
列
に
お
か
れ
て
お
り
、
特
に
草
井
氏
は
竹
原
小
早
川

氏
系
の
庶
子
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
。
ま
た
有
田
氏
は
竹
原

小
早
川
氏
の
内
の
者
（
後
述
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
沼

田
小
早
川
氏
に
属
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
代
官
と
な
っ
て
い
る
被

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

官
層
は
ま
た
「
奉
行
入
」
と
し
て
沼
田
小
早
川
氏
所
領
支
配
の
中
心

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
文
明
段
階
に
は
沼
田
小
早
川
氏
は
所
領
に

代
官
を
派
遣
し
て
支
配
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
て
お
り
、
代
官
の
多
く

は
惣
領
家
の
被
官
で
、
庶
子
家
を
も
代
官
の
地
位
に
概
き
、
残
る
庶

子
分
所
領
に
も
代
官
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
庶
子
に
対
す
る
統

糊
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
沼
田
小
早
川
氏
の
家
臣
団
形
成
の

翻
訳
は
、
沼
田
小
早
川
氏
系
の
庶
子
・
直
属
の
被
官
人
を
組
織
す
る

ば
か
り
で
な
く
、
竹
原
小
早
川
氏
の
庶
子
や
家
臣
団
内
部
ま
で
侵
食

す
る
ほ
ど
強
力
に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

　
沼
田
小
早
川
氏
の
庶
子
統
制
は
そ
の
後
ま
す
ま
す
進
行
し
、
長
享

ご
ろ
に
は
沼
田
小
早
川
氏
の
兄
弟
を
含
め
て
庶
子
の
家
距
化
は
ほ
ぼ

完
成
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
乃
美
学
は
応
仁
・
文
明
の
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

で
大
内
氏
に
従
っ
た
た
め
所
領
を
没
収
さ
れ
た
が
、
長
享
二
（
一
四

八
八
）
年
沼
田
小
早
川
敬
平
の
弟
勝
景
が
乃
美
氏
を
継
ぐ
に
あ
た
っ

て
、
惣
領
家
は
幕
府
の
裁
定
を
待
た
ず
独
自
に
乃
美
言
景
に
所
領
を

預
置
い
て
い
る
し
、
是
景
が
小
泉
兼
弘
の
知
行
分
を
契
約
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

得
た
の
に
対
し
、
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
こ
の
地
を
安
堵
し
て
い
る
。

庶
子
の
家
黒
化
を
基
礎
に
、
そ
の
後
は
家
臣
団
内
部
の
均
一
化
が
進

め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
永
正
十
（
一
五
一
三
）
年
竹
原
・
沼
田
両
氏

の
養
子
縁
組
に
際
し
て
一
味
同
心
を
申
し
合
せ
た
両
家
の
家
臣
の
う

ち
、
沼
田
小
早
川
氏
の
家
臣
に
は
以
前
の
庶
子
・
直
属
被
官
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
な
く
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の

内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
に
は
沼

田
庄
検
地
に
つ
い
て
奉
行
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
人
々
が
、
不
正
を
し

な
い
こ
と
、
今
後
と
も
一
味
同
心
し
て
殿
様
（
沼
田
小
早
川
氏
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

奉
公
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
お
り
、
検
地
を
行
な
い
う
る
程
の
強
力

な
在
地
支
配
を
な
し
え
た
の
も
、
こ
う
し
た
家
距
団
整
備
が
原
動
力

に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
真
田
氏
や
横
見
疵
等
奉
行
人
層
は
被
官
中
で
も
最
も
有
力
な
人
々

で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
応
仁
・
文
明
ご

ろ
よ
り
突
如
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
た
の
で
は
な
く
、
室
町
期

を
通
じ
て
沼
田
小
早
川
氏
内
部
に
一
定
の
役
割
を
も
っ
て
存
在
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
十
五
世
紀
半
ば
に
は
沼
田
小
早
川
氏
の
家
政
を
取
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扱
う
こ
と
に
よ
り
．
す
で
に
確
固
ど
し
た
勢
力
を
築
い
て
い
る
。
文

安
五
（
一
四
四
八
）
年
、
惣
領
家
で
一
括
し
て
納
入
す
る
領
家
納
入
物

に
つ
い
て
、
彼
ら
は
各
庶
子
家
か
ら
の
納
入
を
一
々
書
上
げ
、
必
要

な
諸
経
費
を
さ
し
ひ
く
と
い
う
事
務
処
理
を
行
な
い
、
未
進
を
催
促

し
て
い
る
の
ゆ
本
宗
讐
の
役
割
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
・
文

安
四
（
一
四
四
七
）
年
に
は
仏
通
寺
上
棟
に
沼
田
小
早
諸
氏
、
庶
子
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
並
ん
で
真
田
、
田
坂
、
金
山
、
土
屋
氏
ら
は
銭
貨
を
出
し
て
お
り
、

こ
の
こ
ろ
よ
り
庶
子
家
と
並
ぶ
勢
力
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
沼
田
小
早
川
は
室
町
期
を
通
じ
て
一
方
で
は

庶
子
家
の
所
領
支
配
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
俺
臣
を
か
か
え
、

沼
田
小
早
川
氏
の
家
政
を
行
な
わ
せ
て
庶
子
家
の
統
制
を
彼
ら
を
通

じ
て
行
な
い
、
文
明
段
階
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
い
た
庶

子
と
被
官
の
関
係
を
、
庶
子
の
一
部
を
も
窟
臣
且
被
官
と
同
列
に
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
沼
田
小
早
川
既
の
代
官
と
し
て
醗
臣
・
庶
子
を
配

圏
す
る
と
い
う
体
制
を
築
き
上
げ
、
十
六
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
に

は
完
全
に
庶
子
を
家
臣
化
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
家
臣
覇
の
均
一
化
を

行
な
い
、
検
地
を
行
な
い
う
る
程
強
力
な
支
配
機
構
を
つ
く
り
あ
げ

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
五
悶
妻
鏡
建
仁
二
年
五
月
蹴
R
の
条
。

②
　
　
同
〕
冗
麟
一
兀
年
一
一
価
三
十
・
八
R
目
の
条
、
佐
藤
准
一
一
疑
㎎
鎌
禽
蕪
愚
臨
屑
守
舗
雌
擬
寵
膳
の
一
二
鷹
冗
』

　
参
照
。

③
　
瞬
文
払
盤
説
や
七
月
昔
四
口
、
九
日
〃
五
日
、
建
久
元
年
八
月
十
九
臼
の
条
等
。

④
　
小
寺
王
家
文
勲
豆
一
五
（
『
大
日
本
・
欝
文
雷
家
わ
け
十
一
臨
所
蚊
）
。

⑤
　
晋
霧
鐘
建
保
尤
焦
－
閏
九
月
十
九
日
の
条
。

⑥
小
早
掛
家
系
麟
、
沼
田
小
聯
廻
家
系
図
「
『
大
縦
本
古
文
書
家
わ
け
十
藁
所

　
叡
）
。

⑦
　
小
早
川
家
証
文
二
（
隅
）
。

⑧
次
頁
小
早
規
氏
略
系
図
参
照
。

⑨
小
緊
墨
家
証
文
葺
三
。

　
　
譲
与
嫡
子
左
衛
門
尉
持
平
所
領
事

要
論
重
言
郷
惣
雛
職
工
公
文
職
検
断
蕊
箪

　
一
安
漁
本
郷
惣
地
頭
惣
公
文
職
検
断
事
撒
嗣

　
一
御
…
業
事
除
同
葡
、

　
　
　
（
以
下
略
）

⑩
　
小
早
川
家
主
警
猛
九
。

　
　
（
端
山
書
）

　
　
　
「
隣
録
」

　
　
所
々
薩
録
纂

　
一
安
三
岡
沼
田
庄
惣
傾
主
監

　
一
岡
国
大
二
村
　
大
崎
両
庄

　
一
伊
豫
濁
火
嶋
四
分
壱
地
頭
職

　
一
蓋
山
霊
山
之
内
平
松
敷
地

　
一
七
条
大
宮
籍
地

　
　
　
（
以
下
略
）

愈
・
　
小
見
南
川
ψ
駅
文
勲
同
四
八
。

　
　
（
端
爽
歎
じ

　
　
　
「
陰
録
」
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小早瑚氏略系図

譲
哩
〉
　
小
早
川

実
平
一
遠
平
…
景
平

ふ
戊
平

「
環

舟
木
氏

欝
制
崖摯

i
惟
平
　
生
口
氏
…
…

一
氏
実
　
浦
氏
…
：

…
氏
平
　
小
泉
氏
：

宣
平
一
玉
．
．

…
夏
平
　
土
窟
氏
…
…

一
時
轟
　
梨
子
羽
氏
…
：

i
持
平

墓
畢

春
平

則

未

了
平

敬
平
卜

i

是
祭

乃
美
氏
…
…

［
扶
平
一
肇
－
睾
i
肇

一
隆
景

　　

@　

@　

m
弘
景
一
簗
－
餐
丁
弘
平
一
興
〒

舳
暦
馴
紙
一
祐
竿
簗
一
蘂
一
意
一
義
春
－
纏
］

　
　
　
　
椋
梨
氏

⊥
李
．
1
興
三
三
偉
烈
凝
隣
q
．
㌻
、

　
小
早
河
美
作
守
敬
平
当
知
行
撰
々
目
録
審

一
安
芸
醗
詔
賑
庄
惣
領
職
悉
唱
導
懸
社
領

　
洞
畷
大
崎
嶋
両
庄

一
罰
国
乃
美
郷

一
儒
平
小
田
氏

一
信
平
上
山
氏
：

…
為
範
大
草
氏
…
…

　
　
　
（
以
下
略
）

珍
　
湛
臓
小
辮
場
家
系
図
。

⑭
　
小
辮
掛
家
諦
融
文
二
山
ハ
。

⑯
⑨
参
照
。

＾
寧
　
小
早
川
家
文
潜
慨
六
。

疇
一
　
小
照
丁
田
川
家
誕
論
又
橋
工
q

⑰
　
⑩
⑪
参
照
。
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憩
　
小
早
桝
家
認
文
三
七
八
。
　
　
⑲
　
小
早
川
家
文
書
八
三
。

⑳
｝
　
小
早
掛
川
燦
家
文
潅
猷
八
一
。

　
小
禄
河
一
跡
菓
、
難
被
仰
付
又
太
郎
熈
平
、
依
無
正
躰
、
被
至
善
熈
平
、
被
充
行

　
小
早
河
太
郎
四
郎
盛
景
詑
、
早
可
陣
幕
知
之
由
、
所
被
蓋
下
也
、
伽
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
貞
達
）

　
　
　
嘉
士
口
　
兀
年
富
一
月
上
丁
山
ハ
門
口
　
　
　
　
　
　
大
和
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
兵
衛
尉

　
　
　
　
浦
参
河
守
殿

　
　
　
　
生
臼
刑
部
少
輔
殿

　
　
　
　
小
田
出
雲
守
殿

　
　
　
　
梨
子
羽
又
三
郎
殿

　
　
　
　
秋
光
駿
河
入
道
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鼠
燦
）

　
　
　
　
椋
梨
子
常
陸
守
殿
　
　
　
　
（
袈
花
押
）

　
　
　
　
船
木
上
総
介
殿

　
　
　
　
土
倉
舗
中
守
殿

　
　
　
　
上
山
安
芸
守
澱

　
　
　
　
乃
美
三
郎
殿

　
　
　
　
大
草
駿
河
守
殿

　
　
　
　
清
武
遠
江
守
殿

　
　
　
　
和
木
左
京
亮
殿

　
　
　
　
近
家
傭
前
守
殿

　
　
　
　
能
良
彦
四
郎
殿

　
　
　
　
小
濃
駿
河
守
澱

　
　
已
上
十
六
通

⑳
　
小
早
仮
家
文
書
三
九
、
阻
十
、
四
九
。

⑳
　
河
合
正
治
氏
「
南
北
朝
の
動
乱
を
契
機
と
す
る
武
士
醐
性
格
の
変
化
」
（
『
魚
澄

　
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
叢
』
所
奴
）
。

⑫⑳㊧⑭⑫．⑫⑳⑳鐙趣⑰⑯鋤⑪鐙⑳　㊧㊧⑳⑬
　
小
単
絹
家
誕
文
六
〇
、
小
早
耕
家
文
鼓
三
五
、
一
五
、
　
六
等
。

　
⑳
．
参
照
。

　
新
聞
英
治
氏
「
中
世
の
糟
続
罰
」
（
『
家
族
鋼
度
の
研
究
（
上
）
』
…
蹴
紋
）
。

　
河
A
口
氏
粗
削
掲
璽
説
文
、
　
「
鎌
倉
㎜
獣
〔
士
羅
の
燃
櫨
廻
」
（
『
岩
波
講
座
田
本
歴
史
5
』
所
…

双
）
。

　
齢
鱒
参
照
。
　
　
　
　
　
　
鍵

　
小
早
川
家
証
文
三
一
。
　
　
憩

　
小
早
川
家
証
文
四
〇
。
　
　
勘

　
禎
原
文
需
。
　
　
　
　
　
⑭

　
小
早
川
家
誕
文
九
五
、
九
六
。

　
小
早
川
家
証
文
三
五
九
。

　
小
早
川
家
証
文
五
〇
八
、

　
熊
谷
家
文
書
＝
九
、

　
小
早
川
家
文
霞
八
九
、

　
平
賀
家
文
漁
齪
一
六
八
。

　
吉
川
家
文
書
三
八
一
一
、
三
八
三
、

平
賀
家
文
書
七
九
、
九
〇
等
。

　
平
賀
家
文
書
七
九
。

　
隅
露
六
九
、
七
〇
頁
。

　
小
早
川
家
証
文
二
二
七
、

　
小
早
m
川
家
謹
文
六
ゴ
一
。

　
小
早
川
家
証
文
五
五
。

　
　
　
　
（
功
）

小
早
川
家
証
文
一
〇
。

沼
田
小
早
川
家
系
図
。

小
畢
川
家
文
書
＝
｛
。

毛
利
家
文
書
一
望
。

　
趣
　
毛
利
家
文
書
七
一
。

　
平
賀
家
文
滝
颪
一
六
一
二
。

陰
徳
太
平
記
巻
一
等
。

平
賀
家
文
書
四
五
等
。

　
　
　
　
熊
谷
家
文
書
二
二
〇
、

リロ　ドリ　ヨ

早露新
川六修
家九広
証’、鵜
文七市
二〇史
二頁』
七。第

二　巻
　　　　　 ぬエ　　 ノ＼

六　 八
。　買
　　o

＝
一
三
、
一
糊
○
、

伊
豫
殴
越
智
郡
内
大
嶋
事

右
為
彼
嶋
勲
劫
賞
、
興
平
代
々
拝
領
地
也
、
厭
日
有
志
、
彼
嶋
半
分
次
郎
左
衛
門

尉
殿
持
平
永
代
襲
譲
申
実
也
、
撫
養
巾
談
上
考
、
於
子
孫
不
可
岩
盤
籏
候
、
随
術

興
平
鄭
、
毎
事
可
預
御
扶
鋳
嫉
、
偽
契
約
状
如
件
、
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室町・戦1調期の小早絹氏の領主制（田端）

　
応
永
階
年
　
　
　
　
　
　
　
（
小
早
川
）

　
　
二
月
六
二
　
　
　
　
　
瞼
一
河
｛
寸
照
ハ
平
（
花
畑
月
）

　
　
（
持
準
）

　
　
沼
田
殿

〔
ゆ
　
総
　
参
照
。

⑳
　
小
早
川
家
証
文
三
〇
。
　
　
　
　
⑪
　
小
早
川
家
文
需
工
。

働
　
小
早
絹
家
証
文
一
五
四
等
。
　
　
の
　
小
早
川
考
証
文
一
五
三
。

⑪
　
小
早
堀
家
証
文
一
五
四
、
一
九
一
、
　
西
○
等
。

趣
　
小
早
川
家
証
文
一
九
七
。

　
　
文
明
七
摩
乙
未
三
月
五
日
、
於
芸
州
沼
田
真
良
討
捕
頸
、
祥
太
刀
打
分
捕
手

　
　
負
等
人
数
之
註
文

　
　
　
　
（
中
略
）

鼓
窪

横
発
弥
五
郎

小
早
塀
舟
木
被
官

安
東
彦
七
郎

同
真
田
美
濃
等
被
官

披
實

田
坂
大
炊
助
分
捕
有
之

弐
分
被
官

弐
分
又
五
郎
分
捕
有
之

　
壁
田
平
右
衛
門
　
尉
分
捻
有
之
…
…
（
後
略
）
…
…

⑳
　
小
早
絹
家
証
文
ニ
ニ
○
。
　
　
⑰
　
小
早
絹
家
証
文
二
二
〇
。

⑲
小
早
川
家
証
文
二
二
〇
。
　
　
⑲
小
早
川
家
証
文
二
二
　
。

⑩
　
萩
藩
閥
閲
録
一
四
。
　
　
⑪
　
小
早
川
家
証
文
二
六
四
、
四
二
五
。

⑫
　
小
早
川
家
燕
文
ニ
ニ
ニ
、
一
一
一
一
三
。
　
　
母
　
小
早
椙
家
証
文
九
八
。

⑭
　
小
早
川
家
証
文
九
七
。
．

三

　
竹
原
小
早
川
氏
は
都
宇
竹
原
庄
（
財
田
数
約
百
五
十
町
と
推
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
④

る
、
領
家
鴨
御
祖
社
）
を
本
拠
と
し
て
領
主
欄
を
形
成
し
て
い
る
。
頁

治
二
（
一
三
六
三
）
年
を
転
機
と
し
て
、
原
則
的
に
は
単
独
相
続
に
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

行
し
た
竹
原
小
早
川
氏
は
、
室
町
・
戦
願
期
を
通
じ
て
墨
字
庄
（
地

頭
．
公
文
・
検
断
職
↓
地
頭
職
）
、
　
竹
原
庄
（
購
）
、
　
沼
田
庄
内
梨
子
羽

（
地
頭
門
田
五
雲
↓
子
方
地
頭
職
）
、
鎌
倉
米
町
（
在
家
蕩
子
芋
↓
麗
地
）
、

備
前
国
裳
懸
庄
（
地
頭
職
同
所
職
↓
）
を
一
貫
し
て
相
続
し
、
新
恩
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

地
も
後
代
に
は
確
実
に
伝
え
、
着
実
に
所
領
を
拡
大
し
て
い
る
。
室

町
期
の
竹
原
小
早
川
氏
は
十
五
世
紀
前
半
か
ら
中
ご
ろ
に
か
け
て

（
弘
景
一
盛
景
一
弘
景
の
三
代
）
所
領
を
も
っ
と
も
拡
大
し
て
お
り
、

安
芸
国
内
で
は
都
宇
庄
・
竹
原
庄
・
沼
田
庄
内
梨
子
羽
郷
南
方
・
三
津

一二

Y
b
二
津
．
木
谷
．
風
早
一
ニ
ケ
村
）
・
吉
名
村
（
以
上
地
頭
職
を
も
つ
）
・

高
屋
保
・
兼
武
名
・
波
多
見
島
・
内
海
村
を
も
ち
、
安
芸
以
外
で
は

備
前
国
裳
懸
庄
（
地
頭
職
）
・
美
作
町
打
穴
上
下
村
・
根
模
国
哉
田
庄

藤
太
作
・
阿
波
岡
助
任
郷
・
鎌
倉
米
町
下
地
・
京
都
四
条
油
小
路
屋

地
が
所
領
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
室
町
期
の
竹
原
小
早
川
氏
の
所

領
に
は
①
所
職
（
地
頭
職
）
・
所
領
の
両
方
を
も
つ
も
の
、
②
所
領

の
み
、
の
二
種
が
あ
る
が
、
①
の
所
領
を
地
図
に
よ
っ
て
確
か
め
る

と
、
安
芸
国
内
で
は
都
宇
・
竹
原
を
中
心
に
西
の
海
岸
線
に
そ
っ
℃

連
続
し
て
の
び
て
い
る
の
が
わ
か
る
（
第
－
図
参
照
）
。
し
た
が
っ
て

竹
原
小
早
川
氏
は
都
濃
竹
原
庄
を
中
心
と
す
る
地
域
を
一
円
的
に
所

17　（667）



第1図　竹原小早川氏の所領
　　（芸藩通志より作威）
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早
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一．・＝T＿　　　崎下鶴

内
海
村

窺

荷
し
、
こ
れ
ら
の
地
の
地
頭
職
を
も
っ
て
領
域
的
一
円
支
配
を
行
な

っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
次
に
所
領
の
中
核
で
あ
る
都
宇
竹
原
庄
で
の
領
家
と
の
関
係
で
あ

る
が
、
十
五
世
紀
中
ご
ろ
竹
原
小
早
川
茂
（
弘
景
、
盛
景
）
が
も
っ

て
い
た
の
は
領
家
鴨
社
の
代
官
職
で
あ
り
、
年
貢
公
事
物
、
人
夫
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

領
家
に
納
入
す
る
こ
と
が
契
約
さ
れ
て
い
る
。
代
官
職
と
い
う
名
で

あ
る
こ
と
、
賀
茂
社
の
遠
く
京
都
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
事
実
上

請
切
り
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
．
そ
れ
に
加
え
て
寛
正

四
（
一
四
［
六
一
二
）
年
「
都
｛
予
竹
藤
勘
需
凹
庄
地
頭
職
、
同
爾
幽
利
爪
㍗
丁
丁
郷
南
方
地

頭
職
璽
、
多
村
同
国
三
津
三
浦
地
頭
職
、
三
四
条
濾
小
路
屋
地
等
」
は
、

幕
府
に
よ
っ
て
反
銭
臨
時
課
役
人
夫
諸
公
事
を
免
除
さ
れ
、
守
護
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

不
入
の
地
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
守
護
不
入
権
確
立
は
、
荘
園

領
主
の
守
護
に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、
国
人
領
主
の
守
護
に
対
す

る
不
入
権
確
立
で
あ
る
こ
と
が
注
霞
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に

領
域
的
一
円
支
配
か
ら
領
家
代
官
職
を
得
、
守
護
権
を
排
除
し
て
、

十
五
世
紀
後
半
に
は
竹
原
小
早
川
氏
の
＝
兀
的
領
主
権
が
ほ
ぼ
確
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
竹
原
小
早
川
氏
の
領
主
権
を
保
障
す
る
も
の
慧
、
家

臣
団
の
形
成
で
あ
っ
た
。
十
四
世
紀
末
ご
ろ
よ
り
応
仁
ご
ろ
ま
で
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

竹
原
小
早
川
氏
は
①
一
家
一
揖
、
②
家
子
、
⑧
内
の
老
、
④
中
問
、

の
四
階
層
か
ら
な
る
家
臣
団
を
組
織
し
て
い
る
。

①
一
家
一
睡
i
一
別
分
（
分
割
相
続
で
分
与
さ
れ
た
別
の
所
領
）
を
も
つ
。

②
家
子
－
一
族
庶
子
で
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
も
の
。
所
役
が
か
け

　
ら
れ
、
そ
む
け
ば
知
行
分
を
没
収
さ
れ
る
。

③
内
の
者
…
一
竹
原
小
早
川
氏
と
血
縁
関
係
は
な
い
。
こ
れ
に
っ
か

　
え
て
い
た
も
の
を
竹
原
小
早
川
氏
が
内
の
者
に
と
り
た
て
た
例
も

18　（668）



室町・戦霞il期の小早M氏の領童観（田端）

　
あ
る
。
手
嶋
衆
・
横
田
衆
等
「
…
衆
」
と
い
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。

　
忠
勤
の
度
合
、
家
の
有
無
、
名
字
の
有
無
に
よ
っ
て
上
下
の
序
列

　
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
名
字
の
な
い
も
の
は
「
よ
こ
田
衆
な
と
は
、

　
ち
か
き
中
間
に
て
、
こ
れ
名
字
候
秘
す
、
新
左
衛
門
も
百
姓
に
て

　
候
つ
る
、
よ
こ
田
同
前
に
て
候
」
と
あ
る
か
ら
、
百
姓
出
身
で
あ

　
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
内
の
者
は
百
姓
出
身
か
、
廉
潔

　
に
近
い
百
姓
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

④
中
間
i
名
字
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
百
姓
出
身
と
考
え
て
よ
い
。

　
竹
原
小
早
川
氏
の
中
間
で
内
の
老
の
下
人
に
な
っ
た
り
、
家
子
に

　
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
者
も
あ
る
。
竹
原
小
早
川
氏
が
具
足
を
与

　
え
て
い
る
。

こ
の
う
ち
一
家
一
属
を
竹
原
小
早
川
残
は
家
臣
化
で
き
ず
、
同
盟
的

関
係
を
結
ぶ
の
が
精
一
杯
で
、
庶
子
草
井
茂
な
ど
は
竹
原
小
早
川
属

を
離
れ
て
沼
田
小
早
州
氏
の
家
臣
団
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
家
臣
と
い
え
る
の
は
家
子
以
下
の
三
者
で
あ
り
、
中
間
は
竹
原

小
早
川
氏
の
身
辺
直
属
の
家
臣
で
、
、
所
領
に
配
置
さ
れ
た
の
は
家
子

と
内
の
者
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
家
子
の
内
裳
懸
・
木
谷
、
内
の

者
の
う
ち
風
早
・
内
海
衆
は
、
そ
れ
と
同
名
の
断
領
が
あ
る
こ
と
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
所
領
と
こ
れ
ら
の
家
臣
と
は
、
こ
れ

ら
の
地
が
竹
原
小
早
川
氏
の
所
領
と
な
っ
た
あ
と
で
こ
れ
ら
の
人
女

が
家
臣
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
（
木
谷
・
裳
懸
）

か
、
あ
る
い
は
内
海
衆
が
新
参
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
百
姓
あ
る

い
は
地
蒔
的
百
姓
が
服
属
し
た
と
思
わ
れ
る
（
内
海
衆
・
風
早
）
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
ず
れ
か
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
家
子
の
竹
原
小
早

川
氏
所
領
へ
の
配
置
を
示
し
、
後
者
は
所
領
獲
得
と
と
も
に
そ
の
地

の
百
姓
あ
る
い
は
地
静
的
百
姓
を
家
臣
化
し
た
こ
と
を
示
す
。
竹
原

小
早
川
氏
が
「
内
の
者
を
召
使
う
こ
と
は
大
事
で
あ
る
」
と
子
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
置
い
て
い
る
の
を
み
て
も
、
血
縁
関
係
の
な
い
者
を
配
下
に
組
入

れ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
と
と
も
に
、
内
の
者
が
家
臣
重
事
に
占
め

る
重
要
性
が
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
で
の
家
臣
団
構

成
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
家
一
員
　
　
　
一
家
子
　
　
竹
原
小
早
川
疑
が
家
臣
団
に
在
地
の
農

竹
原
小
早
川
氏
1

は
進
歩
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、

な
か
っ
た
こ
と
、

を
在
来
の
地
位
の
ま
ま
か
か
え
こ
ん
で
い
て
、
新
た
な
編
成
原
理
で

組
織
し
な
お
せ
て
い
な
い
点
、
③
そ
の
結
果
、
そ
し
て
ま
た
竹
原
小

i
内
の
者
　
民
を
編
成
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
一
族

－
中
間
　
　
庶
子
を
も
組
込
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
に

　
　
　
　
　
ω
別
分
を
持
つ
庶
子
を
家
臣
化
で
き

図
家
臣
団
は
巾
広
い
層
を
含
み
、
し
か
も
そ
れ
ら
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早
川
疵
の
中
閲
が
内
の
者
や
家
子
に
直
属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

例
や
内
の
者
で
あ
る
有
田
段
が
沼
田
小
早
州
氏
の
家
臣
と
な
っ
て
い

る
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
家
距
団
組
織
が
柴
田
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
の
矛
盾
も
、
そ
れ
に
は
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

十
六
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
家
臣
団
も
、
重
臣
と
目

さ
れ
る
連
中
に
は
以
前
の
家
子
・
内
の
者
の
区
別
は
な
く
な
っ
て
い

　
　
⑨

る
か
ら
、
竹
原
小
早
川
氏
と
の
血
縁
関
係
の
遠
近
に
よ
る
家
臣
の
序

列
と
い
う
古
さ
を
す
で
に
捨
て
去
り
、
一
様
に
家
臣
と
し
て
扱
う
、

よ
り
い
っ
そ
う
整
備
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑩

ま
た
合
戦
注
文
写
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
菰
）

　
　
天
文
十
年
正
月
三
日
於
吉
田
手
負
注
文
写

　
　
興
景
手
之
衆

矢
“
疵
一
ケ
所
葦
手
ひ
さ
ロ

　
一
－
　
　
　
　
左
ノ
す
ね

　
”
　
　
　
　
母
手
腕

　
”
　
　
　
　
弓
手
腹

　
1
1
　
　
　
　
左
ノ
を
Σ

臼
名
肖
少
輔
次
郎

日
名
内
少
輔
二
郎
内

　
中
間
小
三
郎

魁
井
大
炊
助
内

　
鳥
田
助
七

岡
内

　
中
聞
四
郎
兵
衛

有
田
宮
千
代
内

　
入
江
助
七

il

弓
手
ノ
足

1
舞
1

内

中
間
右
衛
門
太
郵

と
あ
り
、
臼
名
内
、
有
田
は
以
前
内
の
者
に
、
汐
井
は
家
子
に
属
し

て
い
た
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
以
蒲
の
家
子
・
内
の
者
は
い
ず
れ
も

中
間
を
従
え
、
そ
の
区
別
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
十
六
世
紀
前
半
の
家
麗
団
構
成
は
次

の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
一
家
臣
－
中
闘
　
　
家
臣
騰
形
成
は
、
主
に
竹
原
小

竹
原
小
早
川
氏
一
　
　
　
　
　
　
　
畢
川
氏
の
断
領
支
配
の
要
求
に
基

　
　
　
　
　
　
一
中
間
　
　
　
　
つ
い
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
の

理
由
の
一
つ
に
沼
田
小
皐
川
氏
と
の
対
抗
が
あ
っ
た
。
嘉
吉
三
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

四
四
三
）
年
弘
景
は
遣
文
の
中
で
沼
田
方
に
油
断
し
な
い
よ
う
子
孫

を
戒
め
、
竹
原
小
早
川
一
族
親
類
惣
領
の
沼
田
方
へ
の
奉
公
を
禁
じ
、

塀
・
櫓
の
あ
る
要
害
を
構
…
些
し
て
い
る
。
本
宗
権
か
ら
独
立
し
て
領

主
制
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
そ
れ
と

は
反
対
に
、
所
領
内
で
は
徳
人
を
ね
ん
ご
ろ
に
扶
持
す
べ
き
こ
と
を

説
い
て
い
る
の
は
、
商
業
を
積
極
的
に
保
護
し
、
領
内
商
品
流
通
を

活
発
に
し
て
領
主
制
形
成
に
資
し
た
い
と
い
う
意
閣
を
示
す
も
の
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
竹
原
小
早
川
氏
を
本
宗
か
ら
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室町・戦圏期の小早椙氏の領主制（田端）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

出
た
庶
子
家
の
一
つ
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
る
北
爪
氏
の
説
は
妥
当

で
は
な
く
、
庶
子
家
と
い
う
位
概
に
と
ど
ま
ら
ず
、
沼
田
小
早
川
氏

と
並
ぶ
領
主
制
を
形
成
し
て
い
る
別
個
の
体
欄
と
考
え
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。
竹
原
小
早
川
氏
が
後
述
の
庶
子
家
連
合
に
加
わ
っ
て
い
な

い
こ
と
も
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
す
た
め
に
は
、
家
臣
鑓
の
も
つ
矛
庵

を
そ
れ
な
り
に
解
決
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
竹
原
小
早
川
氏

の
場
合
、
解
決
の
方
向
は
大
内
氏
と
の
接
近
の
中
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。
先
述
の
置
文
の
中
で
も
、
沼
田
小
早
川
既
へ
の
対
抗
と
は
う
ら

は
ら
に
大
内
氏
と
の
親
密
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
応
仁
・
文
明
の

乱
に
は
大
内
氏
の
属
す
る
西
軍
に
参
加
し
、
大
内
政
弘
に
従
っ
て
上

　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

嘱
し
て
お
り
、
沼
田
小
早
川
氏
が
東
軍
に
ひ
か
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
興
味
深
い
現
象
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
接
近
の
原
囲
は
、
竹
原
小

早
川
氏
蒙
臣
団
内
の
矛
盾
に
何
ら
か
の
解
決
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ

た
が
、
矛
盾
自
体
に
メ
ス
を
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
し
つ
つ
外
部
か
ら
強
化
し
よ
う
と
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る

事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
室
町
期
の
在
地
領
主
欄

に
内
在
す
る
弱
点
で
あ
り
、
上
級
権
力
が
崩
壊
す
る
過
程
で
再
び
同

じ
問
題
を
か
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
今
度
は
自
ら
の
力

で
そ
れ
に
対
応
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
戦
国
期
、
近
世
初
期
の
動
乱

の
中
に
生
き
残
り
う
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
鍵
で
は
な
い
か
と
思

、
つ
。

　
①
小
早
川
家
議
文
～
、
五
。

　
②
小
早
川
家
文
書
六
八
、
償
し
応
永
十
八
年
義
春
は
二
男
徳
平
に
も
所
領
を
与
え

　
　
て
お
り
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。

　
③
第
H
表
参
照
。

　
④
小
畢
州
家
註
文
三
五
三
。
　
⑤
小
早
川
家
舐
文
藷
唖
聾
。

　
⑥
小
早
絹
家
証
文
四
〇
一
。

　
⑦
第
H
表
及
び
小
早
川
家
和
文
四
〇
一
参
照
。

　
⑧
小
早
川
家
語
文
四
〇
　
。

　
⑨
　
小
早
川
家
舗
融
文
二
六
照
、
　
嗣
一
一
五
。

　
⑩
小
畢
川
家
証
文
閤
工
九
、
媚
三
一
、
照
三
二
。

　
⑪
　
小
早
川
家
誰
文
三
五
一
。

　
⑫
　
北
爪
真
佐
夫
一
一
南
北
朝
一
室
三
期
の
領
主
制
の
発
展
に
つ
い
て
－
小
早
揖

　
　
氏
の
惣
領
制
解
体
化
と
関
連
し
て
i
扁
（
『
”
歴
史
学
研
究
』
二
四
六
）
。

　
⑬
　
小
早
川
家
証
文
八
九
。
　
　
⑭
　
小
畢
川
家
証
文
｝
五
｝
。

四

　
椋
隠
亡
は
沼
田
新
庄
を
得
て
分
家
し
た
が
、
そ
の
後
多
く
の
庶
子

を
話
し
て
所
領
を
分
け
与
え
た
た
め
、
室
町
期
そ
の
所
領
は
わ
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
新
庄
内
端
梨
・
和
木
を
中
心
と
す
る
地
域
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
の
耕
地
状
況
を
み
て
お
く
と
、
永
享
二
（
一
四
三
〇
）
年
構
梨
村
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第
H表

　
竹

原
小

皐
川

氏
の

所
領

野
立

溌
政

宗
劉

重
宗

障
宗

堅
目

義
春

国
義

μ
剰

盛
景

i弘
即

平
都

　
　

　
宇

　
　

　
綜

竹
　

　
　

原
　

　
　

庄

沼
雷

庄
内
梨
子
羽
郷

草
　

　
井

・
黒

　
　

開

田
Eヨ

新
庄
内
吉
名
率
属

目
　
　

　
武

　
　

　
名

高
　

　
　

騰
　

　
　

保

三
　

　
津

　
　

三
　

　
浦

汲
　

　
多

　
　

見
　

　
島

内
　

　
　

海
　

　
　

村

安
直

本
郷
五
時
弘
名

霊
域

新
田

真
青

二
分

醜

悪
　

　
　

田
　

　
　

庄

讃
破
羅

与
霞

郷
鎌
　
　
倉
　
　
米
　
　
町

備
前
国
裳

懸
庄

阿
波

掴
板
西
下
庄
内

　
ク
　
助
　
任
　
郷

相
模
田
北
成
田
庄

美
作
國

打
穴
庄
内
上
下
村

四
条

堀
j
i
i　

’
油
小
路

備
後

国
三

津
庄

○
地
，

公
，

検

○
輪
三
検

○
笛

鱒

案検　字

漁讐 地継惣在跡地

　○　○△

○
地
，
蕗
職

鰯
地

△
叢

分
霧ll○

蘇
家

1宇

○
地
，
所
職

○
地
，
所
職

A

ooO半
分

oA○
屋

地

。

麗反・除

作5丸分

太鐡福元

藤敷万索く

○　○　○

ooO南
方

ooo○
屋

地

ooO藤
太
作

oO
露

魏
卜

A△
…
三
津
村

　
地

　
　
　
　
o

　
　
　
　
o

確
旙
根
○
南
方

　
1＝

11

〇
三

津
村

。ム
ヨ

津
村

　
地

○
購
鍵

○
地

○
地

○
鑑

方

　　　地

○○○○△○
魔

地

ooO藤
太
作

oO羅
養

鑑
卜

△
領

雛○
鑑

方

oooO地oO内
海

○
網

地

ooO藤
太
作

〇　
四

条
油

小
。　
路
屡
地

○
地

○
地

○
蜷

方

oooO地oO内
海
村

o○
旧

地

ooO藤
太
作

oO露
鱗

卜

自選○
彊

方

o○
地

○
羅
欝

〈
備
考
〉
　
地
一
地
頭
職
，

公
一

公
文

職
t検

一
検

断
，

案
一

案
主

，
繊

一
田
所
，
図
一
一
師
，
領
一
領
家
職

（
。
q

m¢）eqm



室町㍉戦国期の小早堀氏の領主舗（田端）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
十
六
町
三
反
二
百
八
十
歩
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の

　
　
　
　
　
　
③

「
正
検
注
倒
録
写
」
記
載
の
椋
梨
子
村
黒
田
数
三
十
九
町
九
反
小
に

比
べ
て
半
分
以
下
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
三
分
の
一
以
上
が
不
作
河

成
と
な
っ
て
い
る
。
和
木
講
式
カ
を
所
領
と
し
て
い
た
和
木
疑
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

合
も
間
じ
く
三
分
の
一
が
不
作
河
成
で
あ
る
。
特
に
こ
の
年
天
災
が

襲
っ
た
と
い
う
記
録
も
児
当
ら
な
い
か
ら
、
こ
う
し
た
耕
地
状
況
は

西
国
で
は
か
な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
る
と

こ
の
よ
う
な
耕
地
の
質
の
悪
さ
は
、
西
国
国
人
層
が
い
ず
れ
も
大
所

領
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
沼
田
小
早
川
属
、
竹
原
小
早
川
氏
に
比
べ
て
椋
梨
氏
の
最
も
特
徴

的
な
性
格
は
、
他
の
庶
子
家
と
の
結
束
の
強
い
こ
と
で
あ
る
。
椋
梨

氏
は
永
享
三
（
一
哩
三
）
年
、
上
山
・
大
草
・
和
木
氏
と
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

個
別
的
に
、
し
か
し
同
じ
内
容
で
契
約
し
て
い
る
。

　
一
、
公
方
御
公
事
守
護
役
、
二
心
可
筆
談
事

　
一
、
惣
領
下
之
大
薪
・
、
依
時
宜
同
心
申
談
可
立
事

　
　
、
契
約
衆
有
他
人
合
力
時
、
共
可
合
力
事

　
一
、
惣
領
方
兄
弟
親
類
引
分
被
扶
持
雄
魂
、
難
叶
宙
同
心
可
申
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
一
、
此
同
心
之
中
、
若
法
学
之
事
申
仁
候
爵
、
寄
合
申
可
口
入
仕
事

こ
れ
を
み
る
と
、
衆
中
の
力
で
惣
領
権
（
公
事
配
分
徴
収
権
V
や
惣

領
家
の
大
事
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

は
、
庶
子
家
個
々
の
力
で
は
惣
領
家
に
対
処
で
き
な
い
と
い
う
事
態

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
条
は
こ
の
契
約
中
最
も
強
い
語
調
で

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
契
約
の
眼
目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
第
四
条
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
惣
領
家
の
、
庶
子
家
の
兄
弟
親
類

か
ら
で
も
象
臣
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
惣
領

家
の
攻
勢
に
卸
し
て
、
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
か
た
ち
で
庶
子
家
の
力

を
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
弁
化
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
こ
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
庶
子
家
連
合
に

主
要
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
よ
り
、
惣
領
家
の
強
権
が
た
え
ず
椋
梨

氏
ら
に
圧
密
を
加
え
、
な
か
で
も
沼
田
小
早
川
氏
の
庶
子
家
の
兄
弟

親
類
か
ら
で
も
家
臣
化
し
よ
う
と
す
る
根
強
い
領
主
欄
強
化
の
動
き

が
察
知
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
、
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
以
後
椋
梨
氏
は
竹
原
小
早
川
氏
の
よ
う
に
狸
立
の
領
主
翻
を
形
成

す
る
方
向
に
進
ま
ず
、
椋
梨
家
系
に
限
ら
ず
広
く
小
早
川
氏
の
庶
子

家
と
の
連
含
の
中
に
生
き
る
道
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
永
享
八

（一

l
三
六
）
年
の
沼
田
小
早
川
家
の
庶
子
近
宗
氏
と
椋
梨
氏
の
兄
弟

　
　
　
　
⑥

一
分
の
誓
約
に
示
さ
れ
る
方
向
で
、
嘉
吉
二
（
叫
四
四
二
）
年
に
は
秋

光
、
乃
美
、
清
武
、
野
浦
氏
や
椋
梨
庶
子
家
の
和
木
、
小
田
、
大
草

23　（673）



氏
ら
と
と
も
に
盟
約
を
結
び
、
惣
領
が
非
分
の
言
い
つ
け
を
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
場
合
の
衆
中
の
結
束
を
約
し
て
い
る
。

　
庶
子
家
審
議
が
最
も
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
た
の
は
、
宝
徳
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（一

l
五
一
）
年
の
一
家
中
連
判
契
約
状
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
一
、
大
小
事
共
相
互
不
可
盛
事

　
　
　
　
　
（
庶
）
（
被
）

　
↓
、
一
家
中
祖
子
彼
聖
人
惣
領
方
へ
聞
事
可
停
止
、
若
惣
領
方
於
有
界
要

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
者
、
隔
心
可
申
細
事

　
一
、
難
為
惣
領
、
無
理
子
細
承
者
、
　
一
同
歎
可
申
事

　
一
、
為
一
族
惣
領
致
緩
怠
蘇
者
、
衆
中
可
加
成
敗
事

　
一
、
葱
衆
力
対
自
無
憂
無
理
者
、
可
町
衆
中
事

椋
梨
氏
を
含
む
十
一
二
の
庶
子
家
の
間
に
結
ば
れ
た
こ
の
契
約
の
文
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
ら
は
、
北
爪
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
永
享
ご
ろ
の
惣
領
家
に

よ
る
庶
子
被
宮
人
吸
収
の
動
き
が
い
っ
そ
う
明
確
化
し
て
お
り
、
庶

子
家
は
共
同
で
そ
れ
を
お
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
庶
子
家
は
、
惣
領
家
の
地
位
と
権
限
を
肯
定
し
な
が
ら
も
、
そ

の
領
主
権
を
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
反
訂
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
も
惣
領
家
の
庶
子
に
対
す
る
統
制
強

化
と
家
臣
化
傾
向
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
、
今
ま
で
衆
中
の
契
約
に
参
加
し
て
い
た
和
木
、
大
草
氏
の
名
が

こ
の
時
点
で
み
ら
れ
ず
、
惣
領
家
の
家
臣
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
測
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
。

　
庶
子
家
内
部
に
兄
弟
親
類
被
官
人
ら
の
自
立
化
要
求
が
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
を
と
ら
え
る
の
は
庶
子
家
督
で
は
な
く
、
沼
田
本
宗
家
で

あ
る
こ
と
に
、
沼
田
小
早
川
氏
の
領
主
制
発
展
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
背
後
に
一

貫
し
て
存
在
し
た
の
は
惣
領
家
の
庶
子
家
内
部
に
対
す
る
家
臣
化
の

動
き
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
惣
領
家
は
こ
の
こ
ろ
よ
り
庶
子
を
庶
子

と
し
て
の
従
来
の
地
位
に
と
ど
め
て
お
か
ず
、
家
職
化
を
計
っ
て
お

り
、
手
は
じ
め
に
庶
子
家
内
部
の
兄
弟
親
類
等
を
吸
収
し
て
い
っ
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
は
ま
た
、
惣
領
家
に
お
け
る
惣
領

職
成
立
の
時
期
と
も
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
沼
田
小
早
川
氏

は
、
惣
庶
関
係
を
主
従
関
係
へ
と
転
換
し
よ
う
と
し
て
、
庶
子
所
領

そ
の
他
へ
の
統
制
を
は
か
り
、
庶
子
の
家
臣
化
を
め
ざ
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
現
実
に
そ
の
方
策
は
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
前
に

み
た
。
そ
れ
故
、
庶
子
家
は
個
た
の
力
で
は
な
し
え
な
い
こ
の
よ
う

な
事
態
へ
の
対
抗
の
方
法
と
し
て
、
一
揆
契
約
を
結
ん
だ
が
、
こ
う

し
た
両
者
の
対
立
の
漁
期
に
惣
領
職
は
独
自
の
役
割
を
果
し
、
こ
れ

を
テ
コ
と
し
て
惣
領
家
は
一
挙
に
領
主
制
の
再
強
化
（
庶
子
の
家
臣
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室町・戦属期の小早規氏の領憲捌（田端）

化
が
そ
の
中
核
と
な
る
）
を
行
な
い
、
庶
子
に
対
す
る
決
定
的
な
優

位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
庶
子
家
連
合
中
椋
野
残
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た

か
を
見
て
お
き
た
い
。
永
享
・
嘉
吉
の
場
合
、
庶
子
連
合
の
契
約
の

宛
先
は
椋
梨
氏
と
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
残
っ
て
い

る
史
料
が
椋
梨
無
関
係
の
も
の
だ
け
で
あ
る
の
で
何
と
も
い
え
な
い
。

し
か
し
宝
徳
の
契
約
は
、
各
庶
子
家
が
一
つ
の
円
の
中
に
署
名
し
て

い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
（
傘
連
判
）
、
　
庶
子
家
伝
の
関
係
は

対
等
で
あ
り
、
椋
梨
氏
も
連
名
者
の
一
員
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
背
景

に
は
、
寛
正
二
（
一
四
六
一
）
年
の
「
小
原
川
家
4
3
使
節
役
銭
支
配

⑩状
」
に
お
い
て
、
十
七
の
庶
子
家
の
う
ち
椋
梨
氏
は
乃
美
氏
に
つ
ぐ

グ
ル
ー
プ
（
生
口
、
梨
子
羽
、
椋
梨
、
土
倉
、
小
田
）
に
入
っ
て
お

り
、
椋
梨
家
系
の
庶
子
よ
り
は
大
勢
力
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら

沼
田
小
早
川
氏
系
の
庶
子
家
と
同
程
度
の
勢
力
で
あ
る
、
と
い
う
事

実
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
こ
の
支
配
状
に
高
崎
氏
が
名
を
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
享
ご
ろ
椋
心
血
の
所
領
で
あ
っ
た
高
崎
浦

は
逸
事
氏
の
手
を
離
れ
、
こ
の
こ
ろ
に
は
わ
ず
か
に
椋
梨
村
・
和
木

村
一
方
が
椋
梨
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
応
仁
・
文
明
以
後
に
は
庶
子
家
は
こ
の
よ
う
な
連
合
形
態
も
維
持

し
え
ず
、
二
で
述
べ
た
よ
う
に
次
第
に
惣
領
家
の
家
臣
団
に
組
み
込

ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
天
文
二
十
一
（
｝
四
五
二
）
年
二

恩
茂
は
小
早
川
隆
景
か
ら
八
町
五
反
の
給
地
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
よ

　
⑫

う
に
、
隆
景
に
よ
っ
て
沼
田
・
竹
原
両
小
早
川
氏
が
統
一
さ
れ
る
戦

国
末
・
織
豊
期
に
は
家
臣
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
庶
子
家

も
時
期
の
ず
れ
は
あ
る
に
し
て
も
こ
う
し
た
過
程
を
た
ど
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
段
階
で
は
全
く
大
名
と
そ
の
家
臣
と
い

う
関
係
に
帰
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
隆
蚤
の
家
臣
団
支
配
に
つ
い
て
は
、
少
な
い
史
料
か
ら
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
完
全
で
は
な
い
が
、
天
文
十
九
（
一
五
五
〇
）

年
一
二
十
三
（
一
五
五
四
）
年
ご
ろ
と
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
ご

ろ
で
は
七
二
の
知
行
宛
行
状
の
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
単

位
が
名
・
面
積
・
貫
文
・
石
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
に
、
後
者
は
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

文
・
石
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
毛
利
氏
と
の
関
係
及

び
統
一
政
権
と
の
接
触
の
中
で
、
小
早
川
氏
が
家
臣
國
に
統
一
基
準

に
よ
る
知
行
安
堵
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
家
臣
邸
の
従

属
と
そ
の
土
地
か
ら
の
分
離
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
思
わ
れ
る
。

　
①
　
小
早
川
家
文
書
九
九
、
一
〇
二
、
小
罪
墨
家
証
文
五
爵
一
。
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小
畢
川
家
証
文
五
四
一
。

小
皐
川
家
証
文
五
四
二
。

小
早
廻
家
二
二
｛
○
闘
、

小
早
墨
家
文
書
一
〇
七
。

小
早
川
家
文
書
一
〇
九
。

小
早
川
家
文
書
　
○
八
。

小
早
川
家
文
書
一
三
九
。

五

〔
ゆ
・
　
小
田
マ
川
際
・
証
文
八
。

一
〇
五
、
　
一
〇
六
。

　
⑦
　
小
雛
－
絹
読
響
　
文
四
六
〇
。

　
⑨
　
北
爪
氏
前
掲
論
文
。

　
ゆ
　
小
早
川
家
誕
文
五
四
一
。

　
1
3
　
萩
藩
閥
目
録
九
五
、
一
〇
〇
等
。

　
本
宗
家
沼
田
小
早
川
氏
も
、
竹
原
小
早
川
氏
も
、
室
町
期
、
領
主

欄
を
独
慮
に
形
成
・
発
展
さ
せ
て
い
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。

　
沼
田
小
皐
諸
氏
は
ま
ず
荘
園
領
主
に
対
し
て
十
四
世
紀
か
ら
十
五

世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
時
期
に
量
切
り
を
確
立
し
、
在
地
に
対
す

る
＝
兀
的
領
主
権
を
う
ち
た
て
て
い
き
、
庶
子
家
分
所
領
を
も
十
五

世
紀
半
ば
ま
で
に
「
惣
領
職
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
包
含

す
る
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
庶
子
に
対
し
て
は
そ
の
ほ
か
最
終
的

な
所
領
進
退
権
、
領
家
分
の
配
分
微
収
園
長
を
も
っ
て
統
制
し
て
い

た
が
、
庶
子
家
禽
に
も
一
揆
的
結
合
と
な
ら
ん
で
庶
子
自
身
の
惣
領

へ
の
求
心
化
要
求
や
庶
子
家
内
兄
弟
親
類
等
の
自
立
化
要
求
が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
本
甲
塚
は
適
確
に
と
ら
え
た
。
い
っ
ぽ
う
本
宗
象
は
室
町

期
よ
り
直
属
の
家
臣
（
本
宗
家
被
官
）
を
養
成
し
、
応
仁
・
文
明
以

後
に
は
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
い
た
庶
子
と
被
官
と
を
、
同
じ
く
代
官

と
し
て
配
決
す
る
支
配
機
構
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
そ
し
て
単
独
相

続
が
完
成
し
た
と
み
ら
れ
る
十
六
世
紀
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
に
は
庶
子

の
家
臣
化
を
完
成
し
、
均
一
な
家
臣
団
を
も
っ
て
検
地
を
行
な
い
う

る
ほ
ど
の
強
力
な
領
主
調
を
築
き
上
げ
て
い
る
。
十
五
世
紀
半
ば
の

惣
領
職
の
成
立
は
、
沼
閉
小
早
川
氏
の
庶
子
家
に
対
す
る
統
欄
強
化

を
意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
沼
田
小
早
川
氏
の
在
地
領
主

制
の
強
化
を
基
礎
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

惣
領
職
の
成
立
は
沼
田
小
早
川
氏
の
領
主
欄
再
編
強
化
の
一
転
機
を

示
す
指
標
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
同
時
に
、
庶
子
家
連
合
が
惣
領
家

の
領
主
制
と
明
確
に
対
立
す
る
時
期
に
は
、
独
自
の
役
割
を
果
し
庶

子
統
制
の
恥
骨
と
し
て
領
主
潮
の
再
編
強
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
制
が
惣
領
家
の
主
導
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
原
因
は
、

基
本
的
に
は
領
内
農
民
の
存
在
形
態
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
で
あ

り
、
特
殊
的
に
は
安
芸
国
で
の
守
護
権
の
弱
さ
の
ゆ
え
に
、
国
人
層

は
そ
の
武
力
的
保
障
を
一
族
内
の
結
集
に
求
め
る
他
は
な
く
、
国
人

領
主
相
互
の
対
立
の
中
で
独
自
に
領
主
制
を
維
持
す
る
た
め
に
は
惣

領
家
へ
の
求
心
化
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
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そ
の
主
要
な
原
因
は
、
い
ち
は
や
く
本
半
被
宮
の
養
成
に
重
点
を
お
4
6

き
家
臣
団
の
中
核
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
点
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
惣
領
家
は
庶
子
家
を
配
下
に
組
織
す
る
主
導
権
を
握
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
竹
原
小
早
川
氏
は
単
独
相
続
を
原
則
と
し
て
別
分

所
領
を
も
つ
庶
子
の
分
出
を
極
力
お
さ
え
、
昏
怠
竹
原
庄
を
中
心
と

す
る
連
続
し
た
一
つ
の
地
域
を
所
領
の
中
核
と
し
て
、
そ
こ
で
は
領

域
的
一
円
支
配
を
行
な
い
、
さ
ら
に
領
家
に
対
す
る
事
実
上
の
請
切

り
、
守
護
に
対
す
る
不
入
権
を
獲
得
し
て
一
元
的
領
主
権
を
確
立
し

て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
領
主
権
の
武
力
的
保
障
と
し
て
、
十
五
世

紀
中
ご
ろ
ま
で
に
庶
子
の
一
部
を
舟
宿
化
し
、
庶
子
の
ほ
か
地
蜂
的

農
民
や
農
民
を
も
組
み
こ
ん
だ
家
臣
団
を
編
成
し
て
お
り
、
十
六
世

紀
は
じ
め
ご
ろ
に
は
、
こ
こ
に
お
い
て
も
家
臣
団
の
整
備
・
均
一
化

が
進
展
し
て
い
る
。

　
し
か
し
両
家
と
も
室
階
期
の
家
臣
団
は
ま
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
補
う
た
め
に
（
矛
盾
の
解
決
策
を
外
に

求
め
た
の
が
こ
の
期
の
在
地
領
主
の
特
徴
で
あ
る
）
、
ま
た
こ
の
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

経
済
的
な
中
央
依
存
体
制
、
た
え
ま
な
い
戦
乱
の
連
続
等
の
た
め
に
、

室
町
幕
府
や
大
内
氏
の
権
威
を
必
要
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
象
臣

団
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
農
民
支
配
権
は
強
化
さ
れ
、
他
の
国
人
層

に
対
抗
し
て
領
主
欄
を
維
持
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
沼
田
小
早
川
氏
も
竹
原
小
早
川
氏
も
、
室
町
期
に
荘
園
領
主
や
守

護
の
権
力
を
排
除
し
て
一
元
的
領
，
主
権
を
確
立
し
、
庶
子
・
直
属
家

臣
そ
の
他
か
ら
な
る
家
籍
団
を
形
成
し
、
戦
国
期
に
な
る
と
家
臣
団

の
均
質
化
を
遂
行
し
た
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
両
者
の
最
も
異
な

る
点
は
、
竹
原
小
早
川
氏
は
別
分
所
領
を
も
つ
庶
子
を
家
臣
化
で
き

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
沼
田
小
早
川
氏
は
別
分
を
も
っ
た
庶
子
を
配

下
に
組
織
し
え
た
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
惣
領
職
が
独
自
の
役
割
を

果
し
た
。
直
属
被
爆
を
中
核
と
し
、
露
分
を
も
つ
庶
子
を
も
組
み
入

れ
た
家
距
騒
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
国
期
の
沼
田
小
早
川
氏
の

領
主
鋼
は
一
段
と
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
竹
原
小
早
川
氏
の
家
臣

団
で
は
非
血
縁
の
内
の
者
は
家
子
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
沼
田
小
早
川
既
は
直
属
の
被
官
を
所
領
支
配
の
中
核
に
お
い
た

の
で
あ
り
、
両
家
正
夢
の
質
的
な
相
違
が
そ
の
在
地
領
主
制
の
性
格

を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
庶
子
家
の
側
で
は
、
独
自
に
強
力
な
領
主
制
を
展
開
す
る
要
素
に

欠
け
て
い
た
た
め
、
庶
子
家
連
合
（
一
揆
契
約
）
に
よ
っ
て
惣
領
家

と
対
抗
す
る
道
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
衆
中
契
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約
よ
り
わ
か
る
こ
と
は
、
惣
領
家
の
庶
子
家
内
兄
弟
親
類
等
の
家
駆

化
傾
向
で
あ
り
、
主
に
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
一
揆
契
約
を
結
ん

だ
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
家
距
化
は
回
心
小
早
川
氏
に
求
心
化
し
つ

つ
あ
り
、
椋
梨
氏
を
含
め
た
庶
子
家
督
慮
身
、
早
い
も
の
は
室
町
期

よ
り
、
大
部
分
は
応
仁
・
文
明
以
後
一
揆
契
約
を
解
体
し
て
家
臣
化

の
コ
ー
ス
を
た
ど
り
、
戦
国
末
に
は
家
臣
と
し
て
惣
領
家
か
ら
知
行

給
与
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
各
庶
子
家
が
独
自

に
在
地
領
主
鋼
を
形
成
し
て
い
た
時
期
は
鎌
倉
末
、
室
町
前
期
ま
で

で
あ
り
、
室
町
中
期
永
享
ご
ろ
に
は
庶
子
の
独
自
的
な
領
．
主
制
は
早

く
も
矛
盾
を
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
室
町
期
の
西
圏
に
お
け
る
在
地
領
主
制

の
意
義
は
、
領
主
的
土
地
所
有
を
一
元
的
土
地
所
有
に
進
展
さ
せ
た

点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ω
そ
の
家
滋
強
は
統
一
基
準
に
よ
っ
て
編
成

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
露
霜
（
な
か
で
も
庶
子
）
の
従
来
の
土
地

・
農
民
支
配
を
認
め
て
お
り
、
㈲
農
民
層
に
対
し
て
従
来
の
統
治
形

態
を
引
継
ぐ
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
等
の
矛
盾
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
戦
国
期
の
在
地
領
主
鋼
の
意
義
は
、
こ
れ
ら
の
矛
臆
を

ま
が
り
な
り
に
も
解
決
し
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
家
臣
団
の
均
】
化
、

知
行
宛
行
い
に
対
す
る
統
一
其
準
の
採
用
、
そ
れ
に
よ
る
家
臣
の
土

地
か
ら
の
分
離
の
推
進
、
検
地
に
代
表
さ
れ
る
新
た
な
農
民
支
配
形

態
の
模
索
が
そ
れ
で
あ
る
。
戦
国
大
名
は
こ
の
よ
う
な
在
地
領
．
主
欄

の
量
的
拡
大
形
態
で
あ
り
、
ま
た
領
国
形
成
の
時
点
で
は
質
的
に
よ

り
強
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
う
。

　
な
お
、
小
早
川
氏
の
商
贔
流
通
と
く
に
遠
隔
地
商
業
と
の
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
い
て
は
、
今
井
氏
、
河
合
氏
、
佐
々
木
氏
ら
の
く
わ
し
い
研
究
が

あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
・
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
家
臣
団
の

商
品
流
通
と
の
接
触
に
つ
い
て
、
小
早
川
氏
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を

と
り
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
述
べ
て
お
き
た

い
。
沼
田
小
畢
川
氏
の
領
内
商
品
流
通
へ
の
態
度
を
示
す
も
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

暦
応
三
（
＝
二
四
〇
）
年
の
宣
平
「
置
文
」
及
び
文
和
二
（
二
二
五
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

年
の
貞
平
の
「
市
場
禁
制
」
が
あ
る
。
　
「
置
文
」
は
小
早
廻
氏
の
被

官
人
が
、
小
早
川
氏
の
館
の
付
近
を
離
れ
て
市
場
に
居
住
す
る
こ
と

を
禁
止
し
た
も
の
で
、
表
向
き
の
理
由
は
「
御
あ
た
り
を
あ
ら
し
」

「
当
座
き
と
の
事
に
御
用
を
闘
、
も
し
い
か
な
る
事
も
あ
ら
ん
時
ハ
、

御
用
に
立
か
た
し
」
と
い
う
軍
事
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
家
臣
の
館

周
辺
集
住
を
促
し
た
も
の
、
つ
ま
り
士
・
商
分
離
の
最
も
早
い
例
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
、
今
ま
で
に
も
注
臼
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
市
場
禁
舗
ご
は
三
力

条
よ
り
な
り
、
第
一
条
で
は
小
早
川
氏
の
被
官
人
が
市
場
に
居
住
す
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る
こ
と
を
禁
じ
、
第
二
条
で
は
小
早
川
氏
の
若
殿
原
が
市
場
住
人
の

娘
を
妻
妾
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
す
で
に
縁
組
み
を
し
た
も
の
は
改

め
る
に
及
ば
な
い
が
、
以
後
は
許
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第

三
条
で
は
帯
場
の
検
断
・
雑
務
酵
母
は
今
後
小
早
川
茂
の
御
前
で
行

な
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
禁
制
を
み
て
も
、
士
．
商
分
離
と

沼
照
小
早
黒
氏
の
領
主
側
か
ら
の
商
業
統
制
と
い
う
二
つ
の
方
針
が

定
め
ら
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
に
重
要
な
の
は
、
佐
々
木
疵
も
推
察
さ
れ
た
如
く
、
こ
れ
ら
の
史

料
に
み
ら
れ
る
士
身
分
の
館
付
近
へ
の
安
佐
、
士
・
商
分
離
の
方
向

は
、
同
時
に
土
身
分
の
農
業
経
営
か
ら
の
分
離
、
家
臣
団
の
自
己
所

領
か
ら
の
遊
離
、
つ
ま
り
士
・
農
分
離
の
方
向
を
も
示
唆
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
そ
の
点
を
指
摘
す
る
に
終
っ
て

い
た
が
、
私
は
今
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に

意
味
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
南
北
朝
期
に
そ
の
ぎ
ざ
し
が
み
え
た
士

・
農
分
離
の
方
向
は
、
沼
田
小
早
州
家
に
み
ら
れ
る
室
町
期
よ
り
の

惣
領
家
被
官
の
養
成
と
な
っ
て
具
体
化
し
た
と
考
え
る
。
惣
領
家
被

官
は
沼
田
小
早
川
氏
の
家
政
機
関
と
し
て
、
惣
領
家
直
属
の
か
た
ち

で
育
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
庶
子
家
の
よ
う
に
所
領
経
営
を

行
な
い
つ
つ
家
臣
化
し
た
も
の
と
異
な
っ
て
、
最
初
か
ら
農
業
経
営

か
ら
遊
離
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
惣
領
家
被
官
が
養

成
さ
れ
た
こ
と
は
、
士
・
農
分
離
を
基
本
と
す
る
家
臣
衝
が
形
成
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
軍
事
力
ば
か
り
か
領
内
農
民

支
配
は
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
戦
国
期
に
検
地
を
行
な
う
ほ
ど
に

な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
家
距
団
が
存
在
し
た
た
め
に
他
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
小
早
川
氏
の
遠
隔
地
商
業
推
進
の
基
礎
に
は
、

室
町
期
を
通
じ
て
の
、
小
早
規
氏
の
き
わ
め
て
強
力
な
領
主
制
貫
徹

と
商
業
掌
握
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
永
原
慶
二
幾
「
南
北
朝
～
室
町
期
の
霧
評
価
の
た
め
の
二
、

　
　
三
の
論
占
鍛
（
『
渦
本
史
研
究
』
六
〇
）
等
を
参
照
。

　
②
　
今
井
林
太
郎
氏
「
安
芸
照
沼
田
庄
に
お
け
る
市
場
禁
制
」
（
『
歴
史
教
育
』
、
二

　
　
一
九
）
、
河
合
正
治
氏
讐
小
早
川
氏
の
発
展
と
瀬
芦
内
海
」
（
㎎
瀬
戸
内
海
地
域
の
椎

　
　
会
史
約
研
究
』
所
収
）
、
佐
々
太
・
銀
弥
氏
潔
壮
園
の
商
業
』
。

　
③
　
小
県
川
家
証
文
一
九
。
　
　
　
　
　
④
　
小
早
辮
家
誕
文
二
烈
。

　
⑤
今
井
氏
、
佐
々
木
氏
前
掲
警
。
　
⑥
佐
々
木
氏
前
掲
需
。

付
記

本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
現
地
の
梅
本
秀
夫
氏
、
米
沢
太
郎
氏
、
本
郷
町
教

育
委
負
ム
ム
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
あ
つ
く
魏
円
札
申
し
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
哀
都
火
学
大
謳
．
7
院
桝
．
ア
生
．
）
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The　Seignorial　RegiiRe・　of　the　Kobayahazvas

　　　　　　in　Met7’03・nachi　and　Sengolezt　Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

Yasuko　Tabata

　　The　present　paper　deals　the　historical　characteristics　of　the　1〈loba　yaT

hαwasづ＼撃川氏，　one　of　the　typical　medieval．land　lor（玲，　especially　the

change　of　the　eldest　son　inhe／itance　system惣領制and　the　formatioll　of

land？’etainers　箋終臣団．

　　TheハXt｛taleob礎yaleawa　fami玉y沼田4、早川氏圭s　£he　head　one　of　the　Ko－

bayaleaw’as，　from　Svhich　ab　out　twenty　！〈insmen　established　branch

families．　Two　fainilies　of　them，　the　Tafeeharafeobayaleawas膀原小早川氏

and　the　Mitbκnashis籾ミi梨氏，　were　larger　than　the　ot｝lers．

　　S6　ryoshiki惣領職，　es£ablished　in　the　second　quarter　of　the　15£h　cen－

tury，　c！early　indicates　the　change　of　seignorial　regime　of　the　Kobaya－

katvas，　the　subordination　of　kinsmen　to　the　Nutaleobayafeazeas　inheri一・

ted　by　the　eldest　son，　and　on　the　other　hand　it　promotes　the　change．

In　the　same　era　the　Nutaleobayaleawas　formed　immediate　vassals　and

organized　thein　into　lancl　retainers　including　obedlent　1〈insinen　to’　the

Arutaleobayaleawas．　lt　may　be　said’　that　the　Nntakobayaleawas　stationed

retainers　in　the　domains　and　established　their　strengthened　system

governing　peasants　in癒e．　turbulant　period　of　Ohnin－Bunmei応仁・文
部工期。

　　In　Mz〃’omachi　era．室町時代，　the　Tafeeharaleobayahaωas　and　the　MMkZt－

nashis　were　different　’from　the　Ni”．taleobayaleawas　in　the　mode　of　exis－

teBce　viewed　from　the　foriin　of　seignorial　regime．　But　in　the　SengoieM

era戦国時代，　the　Muletenashis，　haVing　IIOIIe　Of　retainers，　Came　tO　be　SUb－

ject　to　the　A］lutaleobayaleawas．　On　the　other　hand，　the　TaleeJzarakoba－

yaleawas　established　thelr　own　seigBorial　regime　against　the　NtttaJeoba－

yaleawas．　Although　botk　of　them　hacl　lord　retainers，　the　Taleeharaleo－

bayaleawas　differed　frorn　the　Nzttaleobayakawas　in　that　the　former　could

not　subordinate　1〈insmeR　possessing　their　own　fetidal　estates．

（82e）


